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１ 事業目的 

市内中小企業者等に対して新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成することにより、

横浜経済の活性化、産業の高度化を図ることを目的としています。 

 また、横浜市は環境・経済の両面から持続可能な都市を実現するため、サーキュラーエコノミー

（循環経済）の取組を推進しています。サーキュラーエコノミーは今後の成長が期待できる分野であ

ることから、助成率を引上げるなどのインセンティブを設け、企業が取り組みやすい環境を整備しま

す。これにより、長寿命化や修理しやすい設計、再生材の活用や再資源化など、循環型社会に貢献す

る新技術・新製品の開発を促進します。こうした取組を通じて、市内中小企業の新たな挑戦を後押し

し、競争力強化につなげていきます。 

 

２  事業概要 

（１） 対象事業内容・助成上限額・助成率 

 

   ※以下の２つに該当する事業は、対象となりません。 

① 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145

号）で規定する医薬品、医薬部外品及びそれに類するもの。 

② 動植物に直接影響を与える技術に関するもの。 

助成金算定基礎額とは、助成対象経費の各費目で定められた限度額等を踏まえ算出した金額です。 

この額に 1/2 または 2/3※を乗じた額（千円未満切り捨て）が助成金申請額となります。 

  ※サーキュラーエコノミーに特に資する研究開発と審査会で認められた場合、助成率を 2/3 に引上げ 

   詳細は、P19,20を参照 

 

（２） 助成対象期間 

  令和８年４月１日～令和９年１月 31 日 

（３） 助成対象経費 

  研究開発に要する経費の一部（詳細は P.７～10「５ 助成対象経費」を参照） 

（４）研究開発に係る資金調達を支援 

横浜市中小企業融資制度「SDGｓよこはま資金」を利用することができます。 

（※ 融資の実行を約束するものではありません） 

対象事業内容 助成上限額（助成率） 

令和８年４月１日から３年以内に開発品の販売開始が見込める

次の事業（※）が対象です。 1,000 万円 

（助成金算定基礎額の 

1/2 または 2/3） 

※助成率 2/3 は条件あり 

新技術・新製品開発を行うために必要な 

〇 応用研究 

〇 新規性の高い改良 

〇 試作品の商品化に向けた開発 

融資期間：運転資金 10 年以内・設備資金 20年以内 ／ 金利：年 1.3％以内～2.4％以内  

融資額：２億 8000 万円以内 

信用保証料助成率：融資額 5,000万円を上限に 0.25％助成 
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３ 申請者の要件 

（１） 以下の①～⑨の要件を全て満たす中小企業者※１、中小企業組合、技術研究組合※２。 

① 令和８年４月１日時点で、創業後５年以上のものであって、その事実を、法人登記簿謄本（履歴

事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し）、又は開業届の写しにより確認できるもの 

② 令和８年４月１日時点で、市内において引き続き１年以上事業を営んでおり、その事実を、法人

登記簿謄本（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し）、開業届の写し、又は横浜市

に対する税金の納税証明書により確認できるもの 

③ 市内に事業計画を実施するための拠点※を有するもの。 

※拠点は申請者が保有する又は賃貸借契約を締結済みである事業所や工場としてください。 

※市内に拠点を有することを提出書類及び訪問調査にて確認します。登記のみ市内である場 

合は認められません。 

④ 過去３か年度に研究及び開発において本助成金の交付を受けていないもの。 

⑤ 横浜市に対する税金その他の債務の滞納がないもの。 

⑥ 事業計画の実施に係る許可、認可、免許等を取得していること。（成果の事業化に伴い必要とな 

る場合は、その見込みがあること。） 

  ⑦ 横浜市が実施する脱炭素取組宣言制度（脱炭素取組宣言制度実施要綱（令和６年６月施行経中第

195 号）による取組宣言を行っているもの。 

【制度ＵＲＬ】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html 

  ⑧ 令和８年度に横浜市経済局が実施する研究開発や実証実験に係るその他の助成事業において、本

助成金に申請した事業計画と同一であるか否かを問わず、助成金の交付を受けていないこと。 

⑨ その他関連法令を遵守していること。 

 

（２） 以下の①～⑫の要件を全て満たすグループ 

① 代表者※の定めがあること。                             

※グループを構成するものの中で、主体となって事業化を行うものを代表者としてください。 

② 令和８年４月１日時点で、グループを構成する全てのものが、創業後５年以上のものであっ

て、その事実を、法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し）、又は

開業届の写しにより確認できる中小企業者※１、中小企業組合、技術研究組合※２であるこ

と。 

③ 令和８年４月１日時点で、グループを構成する全てのものが、市内において引き続き１年

以上事業を営んでおり、その事実を、法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書又は現在事項全

部証明書の写し）、開業届の写し、又は横浜市に対する税金の納税証明書により確認できる中

小企業者※１、中小企業組合、技術研究組合※２であること。 

④ グループを構成する全てのものが、横浜市に対する税金その他の債務の滞納がないこと。 

⑤ 市内に事業計画を実施するための拠点※を有すること。 

※拠点はグループの構成員が保有する又は賃貸借契約を締結済みである事業所や工場として

ください。 

※市内に拠点を有することを提出書類及び訪問調査にて確認します。登記のみ市内である場

合は認められません。 
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⑥ 事業計画の実施に係る許可、認可、免許等を取得していること。（成果の事業化に伴い 

 必要となる場合は、その見込みがあること。） 

⑦ 事業計画の実施について、申請の時点において代表者を定め、かつ事業計画を実施するた

めの拠点及び体制が明らかな共同研究開発契約を締結済であること。 

⑧ ⑦を証する書類を申請と同時に提出できること。 

⑨ 代表者が申請について全員を代表し、助成金の交付を受け、グループ内での助成金の分配

を行えること。 

⑩ グループを構成する全てのものが、横浜市が実施する脱炭素取組宣言制度（脱炭素取組宣

言制度実施要綱（令和６年６月施行経中第 195 号）による取組宣言を行っていること。 

 【制度ＵＲＬ】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html 

⑪ グループを構成する全てのものが、令和８年度に横浜市経済局が実施する研究開発や実証

実験に係るその他の助成事業において、本助成金に申請した事業計画と同一であるか否かを

問わず、助成金の交付を受けていないこと。 

⑫ その他関連法令を遵守していること。 

 

申請者の要件(1)(2)に該当する場合でも、以下に該当する場合は申請を受け付けません。 

① 不正の行為により横浜市より助成金の交付等を受けた者で、当該行為により助成金の交付等を

取り消された日から５年以内のもの 

② 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「法」という。）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。） 

③ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下この項において同じ。）に該当する者があるもの 

④ 個人事業主にあっては、個人事業主が暴力団員に該当するもの 

⑤ 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの 

⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122号）第３条第１項

の適用を受けた飲食店（公序良俗に反するなど社会的に批判受けるおそれのないものを除く。）及

び第２条第５項に定める性風俗関連特殊営業に該当するもの 
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※１ 中小企業者の定義 

中小企業者とは、中小企業基本法で規定する中小企業者をいいます。 

業種 

中小企業者 
（下記のいずれかを満たすこと） 

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

① 製造業、建設業、運輸業、その他業種（②～

④）を除く） 
３億円以下 300 人以下 

② 卸売業 １億円以下 100 人以下 

③ サービス業、情報通信業（下記表の業種） 

  

 

5,000 万円以下 100 人以下 

④ 小売業 5,000 万円以下 50 人以下 

 

・情報通信業のうち、以下の業種分類はサービス業に該当します。 

大分類 中分類 小分類 

情報通信業 

放送業 全て 

情報サービス業 管理、補助的経済活動を行う事業所 

映像・音声・文字情報制作業 

映像情報制作・配給業 

音声情報制作業 

広告制作業 

映像音声文字情報制作に附帯するサービス業 

 

◎ 次のいずれかに該当する場合は、大企業とみなして対象外となります。 

・一つの大企業（中小企業以外の者（地方公共団体を含める））に発行済み株式の総数又は出資

総額の２分の１以上を所有又は出資されているもの。 

・複数の大企業に発行済み株式の総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資されているも

の。 

・役員総数の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務しているもの。ただし、次のいずれかに該

当する者については、大企業として取り扱わないものとします。 

中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

◎ 直接又は間接の構成員の２分の１以上が中小企業者でない場合は対象外となります 

 

※２ 組合の定義 

・中小企業組合は中小企業団体の組織に関する法律に定める事業協同組合、事業協同小組合、協 

同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会。ただし、直接又は間接の構 

成員の２分の１以上が市内に主たる事業所を有する中小企業者であるものに限ります。 

・技術研究組合は技術研究組合法に定める技術研究組合をいいます。ただし直接又は間接の構成 

員のうち中小企業者が２分の１を超えるものに限ります。 
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４ 助成対象事業 

４－１ 対象事業内容 

 

 

 

 

※ただし、以下の２つに該当する事業は、対象となりません。 

① 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律

第 145 号）で規定する医薬品、医薬部外品及びそれに類するもの。 

② 動植物に直接影響を与える技術に関するもの。 

 

４－２ 事業計画の要件 

(１） 申請者（グループ申請の場合は、グループの代表者）が主体となって事業計画を実施 

し、かつ、令和８年４月１日から３年以内に開発品の販売が見込めること。 

(２） 事業計画の主たる研究・開発を、市内の拠点で実施すること。 

(３） 助成対象とする機械装置を市内の拠点に置くこと。 

(４） 助成対象とする人員を市内の拠点で勤務させること。 

(５） 事業計画の開始と完了が助成対象期間内（令和８年４月１日～令和９年１月31日）であ 

ること。 

(６） 技術的な開発要素があるもの。 

(７） 試作品等の製造、開発のすべてを他社に委託し、企画だけを行う事業でないこと。 

(８） 設備の購入等を主目的とした事業でないこと。 

(９） 原材料や商品の仕入れ等、営利活動に該当するものでないこと。 

（10） 同一若しくは一部が重複する事業計画で、国、神奈川県、横浜市、独立行政法人等の委 

託又は補助を受けていないこと。 

    (11) 同一又は一部が重複する事業計画で、令和８年度に横浜市経済局が実施する研究開発や

実証実験に係るその他の助成事業に申請をしていないこと。 

(12) 公序良俗に反する事業でないこと。 

(13) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条により定める営業内容

等)でないこと。 

(14) 関係法令に適合しているとともに他の者の権利を侵害しないこと。 

(15) 事業によって得られたノウハウ・技術の売却を目的としたものでないこと。 

 

４－３ 事業対象とならない事業の例 

(１) 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的としている事業 

(２) 事業計画の期間内（令和８年４月１日～令和９年１月 31 日）に、技術的な開発要素が 

ない事業 

(３) 研究開発の主要な部分が自社開発ではない事業 

(４) 申請時において研究開発が概ね終了している事業 

(５) 令和９年１月 31日までに、申請した事業計画の完了が見込めない事業 

(６) 特定顧客向け、または実質的に特定顧客向けで汎用性のない事業 

(７) 既製品の模倣に過ぎない事業 

(８) 開発した最終成果物（試作品）自体の販売を目的としている事業 

(９) 最終成果物の権利および製品・サービスの製造、販売・提供の権利が申請者に帰属しな 

い事業 

 

 

令和８年４月１日から３年以内に開発品の販売開始が見込める次の事業 

新技術・新製品開発を行うために必要な 

〇 応用研究 〇 新規性の高い改良〇 試作品の商品化に向けた開発 
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４－４ 助成対象事業における主な留意点 

（１） 申請は１申請者につき１案件までとします。 

（２） 申請書に記載された事業計画の遂行完了をもって助成金を支払います。（助成対象期間

内に成果物を完成することが必要です。）スケジュールを十分に検討した上で申請をして

ください。 

 
５ 助成対象経費 
（１） 助成対象経費は、消費税等の間接経費を除き、次の「助成対象経費一覧」に掲げる経費で 

す。 

（２） 助成対象事業を実施するための必要最小限の経費を計上してください。 

（３） 助成対象期間内（令和８年４月 1日～令和９年１月 31 日）に発注又は契約、取得、支払 

いが完了していることが必要です。 

（４） 小数点以下はすべて切捨して計上してください。 

（５） １件当たりの契約（見積書単位で１件）が税込 100 万円以上の経費については、本社が市  

内にある事業者２社以上からの見積書の徴収が必要です。（詳細は P.12 参照） 

（６） 一定の数量以上でしか発注が行えないものの一部を助成対象経費として計上する場合は最 

少発注数で見積書を徴収し、使用予定数量のみを計上してください。 

（７） 経費の内訳を証する書類（見積書等）の提出がない場合、その経費は助成対象外となりま 

す。 

ア 実績報告時に、見積書、契約書（受発注書）、納品書、請求書、支払済であることを  

証する書類（領収書等）が提出されない場合も同様に、その経費は助成対象外となります。 

イ 通常業務・取引と混合して支払いを行わないでください。やむを得ず混合して支払った 

場合は、その金額の根拠が確認できる書類とその計算内容を記した資料が必要になります。 

ウ 宛名及び内容の記載のないレシートは経費の内訳を証する書類とは認められません。 

（８） 海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要です。 

 

５－１ 助成対象経費一覧 

原材料・ 

副資材費 

開発品の構成部分、助成対象事業の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資

材の購入に要する経費 

［例：鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品など］ 

注
意
事
項 

① 量産に使用するものは助成対象外となります。 

② 助成対象事業完了時までに使い切る数量を計上してください。未使用

残存品は助成対象外となります。 

③ 実績報告時に使用実績書（任意様式）の提出が必要となります。残量や

使用履歴がわかる書類（使用実績書）を作成し、購入する原材料等を適

切に管理してください。消滅等により原材料等が後に確認できない場

合は、使用状況に合わせて写真で記録を残しておいてください。 

④ 自社専用仕様の特注部品を使用する場合は、「外注・委託費」に計上し

てください。 

⑤ 原材料・副資材の単価が税抜 100 万円を超える場合、100 万円までを助

成金算定基礎額とします。 
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機械装置費 

１ 助成対象事業の実施に必要な測定、分析、解析、評価等を行うための機械装置の

購入、借用、軽微な据付け又は修繕に要する経費 

２ 助成対象事業に用いる器具・工具類の購入、借用に要する経費 

[例：試作品を製作するための計測機器、測定装置、ソフトウェア（計測、測定、分析、

シミュレーション等に使用するもの）等]  

注
意
事
項 

① 市内の拠点での使用が条件となります。 

② 原則、既製品の機械装置（カタログ等に載っているもの）が対象となり

ます。 

③ 汎用性の高いもの（事務用パソコンやその周辺機器、タブレット端末、

スマートフォン等）は助成対象外となります。 

④ 借用期間が助成対象期間を超える場合は按分で助成対象期間分を算出

してください。 

⑤ 助成対象として認められた機械装置について、発注内容（発注先、購入

する機械装置等の型式等）を変更する場合は事前の届出が必要です。届

出なく申請時と異なる機械装置を購入した場合、助成対象とならない

場合がありますので、ご注意ください。 

⑥ 試作金型に係る費用は、「外注・委託費」に計上してください。 

⑦ 機械装置の単価（付属品を含めた機械装置一式）が税抜 500 万円を超

える場合、500 万円までを助成金算定基礎額とします。 

⑧ 機械装置費の合計額が助成対象経費総額の 50％を超える場合、助成対

象経費総額の 50％までを助成金算定基礎額とします。 

外注・ 

委託費 

助成対象事業の実施に必要な作業のうち、自社内で不可能な作業等の一部について、

大学、試験研究機関、外部の事業者等に外注・委託する場合に要する経費 

［例：機械加工、基板設計、機械製作、デザイン等の外注、大学等への試験委託、公設

試験機関等の試験分析、大学等との共同研究契約に基づく研究開発費など］ 

注
意
事
項 

① 汎用性の高いもの、外注・委託先の資産となるものは助成対象外とな

ります。 

② 自社専用仕様の特注部品を使用する場合は、本経費に含めてください。 

③ 試作金型に係る費用は、本経費に含めてください。 

④ 外注・委託費の合計額が助成対象経費総額の 50％を超える場合、助成

対象経費総額の 50％までを助成金算定基礎額とします。 

産業財産権

経費 

助成対象となる事業計画に係る特許・実用新案等を、新規に出願する際に要する経 

費。また、その特許に付随する審査請求を、助成対象期間内に行う際に要する経費。 

 

【次ページ 注意事項あり】 
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注
意
事
項 

① 事業計画以外の業務遂行にも使用する特許・実用新案等は除きます。 

② 特許庁に納付する特許出願料、審査請求料（印紙代）、特許料(年金等)、

審決取消訴訟に係る経費は助成対象外となります。 

③ 助成金を受け出願又は取得した産業財産権は、一定期間（本助成金の交

付決定を受けた日の属する年度の末日から、５年間）処分が制限されま

す。期間内に譲渡及び実施権の設定を予定している場合には助成対象

経費として計上できません。 

④ 産業財産権経費が 200 万円を超える場合、200 万円までを助成金算定

基礎額とします。 

技術指導導

入費 

外部(大学、独立行政法人、公設試験機関)から助成対象事業の実施に必要な技術指導

を受ける場合に要する経費 

※「大学、独立行政法人、公設試験機関」以外の企業等から指導を受ける場合は、外

注・委託費に計上してください。 

直接人件費 

助成対象事業の実施に要する直接人件費 

算
出
方
法 

直近の給与明細をもとに、下記の計算式に従い、従事者の人件費を算出して

ください。ただし、下記計算式に基づく時間単価が3,000円を超えた場合は一

律3,000円で計算してください。 

人件費＝時間単価×従事時間 

時間単価＝月額報酬÷160（小数点以下切り捨て） 

月額報酬＝基本給＋諸手当（賞与及び時間外労働に対する賃金を除く） 

※ 通勤手当がまとめて支給されている場合は、各月に按分して月額報酬を算出

してください。 

※ 諸手当は、給与規定等に算定根拠が明示されているものに限られます。 

※ 対象外となる時間外労働に対する賃金は、固定残業代も含まれます。 

注
意
事
項 

① 対象とする人員は原則、市内の拠点で勤務するものに限ります。 

② 履歴事項全部証明書に役員として登記されている方、個人事業主の方

の人件費は対象となりません。 

③ 対象は正社員のみで、パート・アルバイト、他社からの出向社員、臨時

社員（有期雇用）等は対象となりません。 

④ 研究開発に直接従事するもののみが対象となり、経理等単なる事務作

業は対象となりません。 

⑤ 従事時間は 30 分単位で計算してください。 

⑥ 1 月に 160 時間以上従事した場合、実際の総支給額が当月の助成対象額

の上限となります。 

⑦ 実績報告時に就業日誌(指定様式)の提出が必要となります。具体的な

業務内容（誰が、いつ、どこで、何の業務を、何時間行ったか）につい

て、各人ごと、給与計算の対象月ごとに実績を記録してください。 

⑧ 直接人件費が 300 万円を超える場合、300 万円までを助成金算定基礎

額とします。 
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調査費 

助成対象事業の実施に必要な調査費用 

１ 専門機関によるニーズ調査に要する経費 

〔例：市場のニーズ、特許、先行技術等調査、法律調査等を専門機関等に依頼する場

合に要する経費。〕 

２ 当該事業に必要な図書、参考文献、資料等の購入、翻訳に要する経費 

３ 事業計画の実施要員が出席する学会の参加費（年会費に相当する費用を除く） 

注
意
事
項 

調査費が100万円を超える場合、100万円までを助成金算定基礎額とします。 

クラウド利

用費 

助成対象事業の実施に必要なクラウドコンピューティングの利用に要する自社が保有

しないサーバーの領域（サーバーの物理的なディスク内のエリア）を借りる費用 

（他事業と共有する利用及び販売促進に利用するものは除く） 

１ 初期費用 

  自社が保有しないサーバーの初期設定経費、データ移行経費 

２ 月々の利用料 

自社が保有しないサーバーの利用料及びその付帯費用（保守管理、通信費等） 

注
意
事
項 

① サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。 

② 契約期間が助成対象期間を超える場合は按分で助成対象期間分を算出 

してください。 
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５－２ 助成対象外の経費の例 

(１） 契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内（令和８年４月１日～令和９年１月31    

日）に行われていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２） 助成事業に使用しない物品の購入、業務委託等（完了時点で未使用の購入原材料等を含む） 

(３） 見積書、契約書（受発注書）、納品書、請求書、領収書等の帳票類に不備がある場合 

(４） 他の取引と相殺して支払が行われている場合 

(５） 事業計画に関わりのない通常の取引と混同（合算）して支払いが行われている場合 

(６） 助成対象経費にかかる輸送費、運搬費、旅費、送料等 

(７） 自社製品・自社販売品を自社・他社から購入・リースした場合 

(８） 中古で購入したもの  

(９) 購入時、ポイントカード等によるポイントを使用した場合のポイント分 

(10) 外注・委託費における外注の再委託、外注・委託先の資産となるもの 

(11) 助成対象事業の実施に必要となる間接的な経費（環境整備に要する経費等） 

(12) 直接人件費で給与・報酬等の支払実績が確認できない場合 

(13) 助成事業に直接関係があると認められないタバコやコーヒー等の嗜好品や食事、懇親会参 

加に係る経費 

(14) 消費税、振込手数料、代引手数料、印紙代、通信費等の間接経費 

(15) グループ申請におけるグループ内での企業間取引に要する経費 

(16) 役員の重複又は資本関係がある企業間の取引に要する経費 

 

 

  

× 

〇 

× 

対象となりません 

対象となりません 

R８.４.1 R９.1.31 

契約 

契約 

契約 

納品 納品 

納品 支払 

納品 支払 
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５－３ 見積及び発注先についての注意事項 《重要》 

横浜市が支出する補助金・助成金は市税を原資としており、市内事業者（※１）の下支えに役立

てるためにも「市内事業者に発注する補助事業者等に補助を行う」ことが原則となっています。   

助成対象経費として計上する経費については原則として市内事業者に発注してください。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

助成対象事業にかかる物品の購入、委託等、助成対象経費として計上するすべての経費につ

いて、1 件当たりの契約金額が税込 100 万円を超える場合、以下の表１、２に示すように市内事

業者による入札又は複数の市内事業者からの見積書の徴収を行い、助成対象事業の実績報告時に、

入札の結果がわかる書類又は、当該見積書の写しを提出する必要があります。 

なお、市内事業者による入札又は複数の市内事業者からの見積書の徴収を行えない場合にも、

市外事業者を含めた複数の見積書の徴収を行う必要があります。 

 

＜見積書を徴収する際の注意＞ 

① 複数から見積書を徴収するときは、比較ができるよう見積項目を共通にしてください。 

② 見積書に記載の内容について不明な点がある場合は、申請者又は発注先事業者へ問い合 

わせをすることがあります。見積書に虚偽の記載がある場合や、不正と認められる行為が判明

した場合は、助成金の交付対象となりません。交付決定後に判明した場合は、交付決定が取り

消され、助成金の全部又は一部を返還していただきます。 

※P.24「10 助成金交付決定の取り消し・助成金の返金について」参照 

 

規定の数の見積書を市内事業者から徴収できない場合で、その理由が次の①～③に該当する

場合は、助成対象経費として認められる場合があります。（その場合、実績報告書の提出時に

「入札又は見積りに係る理由書（第 19 様式別紙（２）又は（３）」においてその具体的な理由

を明らかにし、市長の承認を得る必要があります。）なお、助成対象経費として認められない

こともありますのでご注意ください。 

商習慣上の理由や、継続取引先である事業者という理由だけでは認められません。 

① 規定の数以上の事業者で取扱いがない 

② 入札又は２人以上の市内事業者から見積書の徴収を行うことにより、事業計画にかかる

営業秘密が開示され、申請者の事業活動に支障を生ずるおそれがある 

③ 特殊な技術や経験・知識を特に必要とするもので、市内事業者では目的が達成できない 

【１件あたりの契約（※２）が税込 100 万円以上 1,000 万円未満の契約の場合】 

市内事業者 ２人 以上の見積合せ（指名競争入札）を行ってください。 

【1 件あたりの契約が税込み 1,000 万円以上の契約の場合】 

市内事業者 ３人 以上の見積合せ又は ５人 以上の指名競争入札を行ってください。 
 

※１ 市内事業者とは・・・ 

登記簿における本店又は主たる事務所（支店や営業所は含まない）の所在地が市内である企業や主たる

営業の拠点が市内である個人事業者のことをいいます。 

※２ 「1 件あたりの契約」とは・・・ 

原則として見積書単位で 1 件あたりの契約とみなします。1 物品あたりの金額が 100 万円未満であっ

ても、まとめて見積書の徴収を行った場合は１契約とみなします。 
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《実績報告時に提出が必要な書類》 

【表１：１件税込 100万円以上 1,000 万円未満の契約の場合】 

※履歴事項全部証明書について、個人事業にあっては開業届の写しとします。 
※横浜市一般競争入札有資格者名簿は横浜市 HP で公開されています。 

有資格者名簿（工事） 

https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/p?job=MeiboKojiSearch 

 

有資格者名簿（物品・委託等） 

https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/p?job=MeiboBuppinSearch 

 

 

 

  

入札又は 2人以
上の市内事業者
からの見積徴収 

提出する 
見積書の種類 発注先 実績報告時の提出書類 

できる 市内（発注先） 
市内 

市内 ①見積徴収した市内事業者２社の履歴事項全部証明書
又は横浜市一般競争入札有資格者名簿の写し 

できない 市内（発注先） 
市外 

市内 ①市内事業者 1 社の履歴事項全部証明書又は横浜市一
般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19号様式別紙（２）） 

市内 
市外（発注先） 市外 

①市内事業者 1 社の履歴事項全部証明書又は横浜市一
般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19号様式別紙（２）） 

市外（発注先） 
市外 市外 

①入札又は見積りに係る理由書（第 19号様式別紙（２）） 

市内 1 社のみ 市内 ①市内事業者 1 社の履歴事項全部証明書又は横浜市一
般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19号様式別紙（２）） 

市外１社のみ 市外 ①入札又は見積りに係る理由書（第 19号様式別紙（２）） 

（参考） 
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【表２：1 件税込 1,000万円以上の契約の場合】 

 

 

 

  

入札又は３人以
上の市内事業者
からの見積徴収 

提出する 
見積書の種類 発注先 実績報告時の提出書類 

できる 市内（発注先） 
市内 
市内 

市内 ①見積徴収した市内事業者３社の履歴事項全部証
明書又は横浜市一般競争入札有資格者名簿の写し 

できない 市内（発注先） 
市内 
市外 

市内 ①市内事業者２社の履歴事項全部証明書又は横浜
市一般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 

市内 
市内 
市外（発注先） 

 
 

市外 

①市内事業者２社の履歴事項全部証明書又は横浜
市一般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 

市内（発注先） 
市外 
市外 

市内 ①市内事業者 1社の履歴事項全部証明書又は横浜市
一般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 

市内 
市外（発注先） 
市外 

 
市外 

①市内事業者 1社の履歴事項全部証明書又は横浜市
一般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 

市外（発注先） 
市外 
市外 

市外 ①入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 

市内 1 社のみ 市内 ①市内事業者 1社の履歴事項全部証明書又は横浜市
一般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 

市内（発注先） 
市内 

市内 ①市内事業者２社の履歴事項全部証明書又は横浜
市一般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 

市内（発注先） 
市外 

市内 ①市内事業者 1社の履歴事項全部証明書又は横浜市
一般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 

市内 
市外（発注先） 

 
市外 

①市内事業者 1社の履歴事項全部証明書又は横浜市
一般競争入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 

市外（発注先） 
市外 

市外 ①入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 

市外１社のみ 市外 ①入札又は見積りに係る理由書（第 19 号様式別紙
（３）） 
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６ 申請までの流れ 

 

 

 

 

６－１ 事前相談の受付 

申請する企業の方は本募集案内をご一読のうえ、必ず事前相談（予約制）を受けてくださ

い。事前相談では、申請要件や事業計画の要件を満たしているか確認します。事前相談を

受けていない場合、助成金の申請はできませんので注意してください。 

 
事前相談実施期間：令和８年４月 15 日（水）～５月 29 日（金）17 時まで 

 

（１） 予約方法 

「中小企業新技術・新製品開発促進助成金」ホームページ内の「事前相談を予約する」  

から専用ウェブフォームへ移動し、必要事項を入力の上、希望の日時を予約してください。 

＜ホームページ URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kaihatsu/gijutsu/kaihatsu.html 

  

     

 

 急な日程変更等がある場合は、電話にてご連絡ください。 

横浜市経済局ものづくり支援課 新技術開発担当 （TEL）045-671-2567 

 

（２） 事前相談時に必要な書類  

次の書類をご用意の上、どちらも説明できる方がご持参ください。 

 

 

 

 

（３） 会場 

会場は、横浜市役所（31 階）の経済局ものづくり支援課となります。３階の受付にて

入館の手続きを行ってください。市庁舎へのアクセスは、P.26をご確認ください。 

 

６－２ 申請書の入手方法 

申請書の様式は、「中小企業新技術・新製品開発促進助成金」ホームページからダウ 

ンロード（word/excel）できます。 

＜ホームページ URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kaihatsu/gijutsu/kaihatsu.html 

 

ダウンロードによる入手ができない方は、様式をお渡ししますので横浜市経済局ものづく

り支援課までご連絡ください（TEL:045-671-2567）。 

持参 

書類 

□ 申請予定の研究・開発内容がわかる資料 

□ 会社概要（組織図、パンフレット等） 

横浜市 新技術開発 検索 

募集案内の確認

（事業者）

事前相談

4/15～5/29

申請

～6/4
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６－３ 申請書の提出 

 

申請書類提出期限： 事前相談後～令和８年６月４日（木）17:00 まで 

 

 「専用ウェブフォームからの申請」の場合 

「中小企業新技術・新製品開発促進助成金」ホームページ内の「申請書を提出する」 

から専用ウェブフォームへ移動し、必要事項を入力の上、申請書類（P.18「６－５ 申 

請書類一覧」参照）を添付してください。 

＜ホームページ URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kaihatsu/gijutsu/kaihatsu.html 

   

【留意事項】 

・必ず受付期間内に完了させてください。 

・入力・アップロード等の操作途中で提出期限が来て完了できなかった場合は、受け付け 

ません。 

・アップロードされたファイルにおいて、ウイルス検知又はその疑い等があると判断した

場合は、調査のため第三者へファイルの提供を行う場合がありますので、予めご了承く

ださい。 

・通信トラフィック状況等により、入力やアップロードに時間がかかる場合があります。 

   特に、提出期限直前は混雑する可能性がありますので、余裕をもって提出してください。 

 

 「郵送での申請」の場合 

提出期限までに届くように、下記申請先に申請書類一式を郵送してください。 

 インデックスやファイリング等は不要です。 

 P.18「６－５ 申請書類一覧」のうち、(１)～(10)については申請書類確認後、電

子データもあわせて提出していただきます。郵送された書類確認後、経済局からデ

ータ提出を依頼します。 

＜申請先＞ 

〒231-0005 

横浜市中区本町 6-50-10 横浜市役所 31 階 

経済局ものづくり支援課 新技術開発担当 宛 

 

  

横浜市 新技術開発 検索 
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6－4 申請に関する注意事項 

（１） 申請の受付をもって交付対象になるわけではありません。審査会を経て交付・不交付を決

定します。 

（２） 提出期限までに全ての書類を揃えて申請してください。書類が揃っていない場合や必要事

項が記入されていない場合は受付できません。 

（３） 提出された書類はお返ししません。 

（４） 申請内容における個人情報はこの事業のみに使用し、その他の目的に使用することはあり

ません。 
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６－５ 申請書類一覧 

０ （郵送の場合のみ）申請書類チェックリスト  

１ 中小企業新技術・新製品開発促進助成金交付申請書（第１号様式）  

２ 事業計画書（第２号様式）  

３ 公的助成等の実績説明書（第２号様式別紙（１））  

４ 資金計画書（第３号様式）  

５ 資金計画支出明細書（第３号様式別紙（１））  

６ 
（外注・委託費又は技術指導導入費を計上した場合のみ） 

外注・委託、技術指導計画書（第３号様式別紙（２）） 
 

７ 企業概要書（第４号様式） ＊ 

８ 人員表（第４号様式別紙（１）） ＊ 

９ 役員等氏名一覧表（第４号様式別紙（２）） 
＊ 

10 
（事業所税、固定資産税及び都市計画税につき、非課税の場合のみ） 

非課税確認同意書（第４号様式別紙（３）） 

＊ 

11 見積書等経費の内訳を証する書類の写し  

12 （機械装置費を計上する場合のみ）機械装置の商品カタログの写し  

13 
（直接人件費を計上する場合のみ） 

人件費の算出根拠とした月の給与明細又は賃金台帳の写し 

 

14 

（法人の場合）発行後３か月以内の法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書又は現在事項

全部証明書の写し）の写し 

（個人事業主の場合）開業届の写し 

＊ 

15 

直近３営業年度分の税務署へ提出した確定申告書の写し 

（法人の場合）別表１～16 及び決算報告書 

（個人事業主の場合）青色申告決算書 

＊ 

16 

横浜市に対する納税を証する書類 

（法人の場合）直近１事業年分の市民税、事業所税、及び直近１年度分の固定資産税及

び都市計画税の納税証明書（市民税が非課税の場合は完納証明書）の写し 

（個人事業主の場合）直近１年分の市民税、事業所税、及び直近１年度分の固定資産税

及び都市計画税（以下「市税」という。）の納税証明書（市民税が非課税の場合は完納証

明書）の写し 

＊ 

17 
横浜市が実施する脱炭素取組宣言制度による取組宣言を行ったことが分かる書類 

（確認書、宣言書、宣言事業者一覧等） 
＊ 

18 会社パンフレット  

19 研究開発に必要な許認可等がある場合は、その許認可証の写し  

20 
（グループによる申請を行う場合のみ） 

代表者、申請事業を実施する拠点及び体制の定めのある共同研究開発契約書の写し 

 

21 ヒアリング調査日程調整表  

※ グループで申請する場合、＊印のついた書類はグループを構成する全ての企業等について 

提出が必要です。 

 

市
指
定
様
式 

市
指
定
様
式 

※ 必要な書類の全てが揃っていないと受領できませんのでご注意ください。 
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７ 助成対象の決定までの流れ 

７－１ 審査の流れ 

 

 

 

（１） 申請書類の確認 

提出された申請書類について、記載内容や添付書類の有無等の確認を行います。 

（２） インセンティブ申請（サーキュラーエコノミーに資する事業計画） 

サーキュラーエコノミーに資する事業計画（別紙１参照）については、インセンティブ

申請を行うことができます。インセンティブ申請を行う場合は、交付申請書（第１号様

式）でインセンティブ申請を行ってください。インセンティブ申請を行った案件について

は、審査会で「通常審査」に加え「インセンティブ審査」を行います。審査会でサーキュ

ラーエコノミーに特に資すると認められた場合、予算の範囲内でインセンティブ対象を決

定します。 

※インセンティブの内容 

・助成率を 1/2 から 2/3に引上げ 

 ・優先採択 

（３） ヒアリング調査 

提出された申請書類をもとに、個別面談形式によるヒアリングを行います。ヒアリ 

ングは、横浜市経済局ものづくり支援課で実施し、技術の知識等を有する調査員が事 

業計画の詳細についてお話を伺うものです。企業概要及び事業計画について説明でき 

る方のご対応をお願いします。なお、協力会社等の同席はご遠慮ください。具体的な 

日時及び詳細については申請受理後に通知します。 

（４） 審査会 

① 横浜市新技術開発等支援事業審査会において、審査基準に基づき、総合的な審査を行 

います。申請内容等について一部質疑応答にご対応いただく場合があります。 

審査会の日程はヒアリング調査日確定の連絡の際にあわせて通知します。  

※ 事業計画の内容が次に該当すると認められた場合は、通常審査で加点します。 

・脱炭素化に資する研究・開発（通常審査で加点）（別紙２参照） 

審査会にて加点の妥当性が認められた場合のみ、加点対象となります。 

※ 「横浜知財みらい企業」（別紙３参照）の場合は、通常審査で加点します。 

※ 事業計画の内容が「横浜市中期計画 2026-2029（素案）」で定める「たべる」「く

らす」「みえる」のいずれかのサーキュラーに貢献すると判断された場合には、イン

センティブ審査で加点します。 

参照：横浜市中期計画 2026～2029（素案）冊子（P72～P76） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2026-2029/soan.files/soansasshi.pdf 

② 審査は非公開で行います。審査に関する個別のお問合せにはお答え致しかねますので 

予めご了承ください。 

③ 審査の結果（採択、繰上交付候補者、不採択）は審査会終了後に通知します。 

 ※ 「繰上交付候補者」（以下、「候補者」という。）は、交付対象者の取消しがあった

場合、かつ、候補者の申請した助成金交付申請額が本助成金の予算範囲内であった場

申請書類の確認

（本市）

ヒアリング調査

７月上旬～下旬

審査会

９月上旬～中旬
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合に、採択となります。 

候補者は、申請書（第１号様式）で候補者となることを「希望する」、を選択した

申請者から、決定します。 

繰上交付となった場合は、令和９年１月 15 日（金）までに通知します。繰上交付

とならなかった場合についても、令和９年１月 15 日（金）までに通知します。 

繰上交付となった場合も、実績報告書を令和９年２月３日（水）17時までにご提

出いただきます。その為、繰上交付となった場合、実績報告書までの提出期間が最短

で２週間程度となりますので、ご承知おきの上、ご希望ください。助成対象期間は、

令和８年４月１日～令和９年１月 31 日です。 

 

７－２ 審査基準（予定） 

（１） 審査項目（通常審査） 

 令和８年４月 1 日から３年以内の開発品販売開始の実現性 

 財務状況 

 技術的価値 

 研究開発力 

 事業性 

 市場性 

（２） 加点項目・加点割合（通常審査） 

 脱炭素化に資する研究・開発：合計点数の最大 15％を加点 

 「横浜知財みらい企業」の場合：合計点数の 2％を加点 

（３） 審査項目（インセンティブ審査） 

 インパクト（波及性） 

 実装性 

（４） 加点項目・加点割合（インセンティブ審査） 

 「横浜市中期計画 2026-2029（素案）」で定める「たべる」「くらす」「みえる」サーキ

ュラーのいずれかに貢献する研究・開発：合計点数の 5％を加点 

 

７－３ 交付決定 

（１） 審査会において経費の適切性について判断した結果、申請された経費の一部が助成対象

として認められない場合があります。ただし、この場合も事業計画どおり遂行し完了する

ことが助成金交付の要件となりますのでご注意ください。 

（２） 採択の際に通知する交付予定額は、交付予定の助成金の上限額を示すものです。 

（３） 助成対象に決定すると、商号又は名称（法人番号含む）、代表者名、住所、業種、資本  

金、従業員数、助成金額、交付年度、事業計画の名称、事業計画の概要（100 字以内）の 

いずれかの項目内容をホームページ等で公表します。 

 

７－４ 助成金額の確定と交付 

（１） 期限（令和９年２月３日）までに、実績報告書を提出していただきます。この実績報告 

及び成果物等を審査した上で、助成金交付額を確定します。 

※ 審査の結果、交付予定額から減額されることがあります。 
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（２） 助成金の交付は、助成対象として決定を受けた事業を計画どおり遂行し、完了すること 

が必要条件となります。計画どおり遂行、完了していないと判断された場合は、助成金 

交付決定は取り消しとなり、助成金は全額お支払いできませんのでご注意ください。 

（３） 交付額の確定後、請求に基づき助成金を交付します。 

 

８ 助成対象に決定した後の注意事項 

８－1 本助成金に係る契約・発注先について 

本助成金に係る経費については原則、市内事業者に発注するようお願いします。1件税込 

100 万円以上の契約については実績報告時に提出が必要な書類があります。本募集案内 

P.12-14 をご確認いただき、契約にあたって必要書類の徴収を行ってください。 

 

８－２ 事業実施期間中の注意 

(１） 事業計画の内容に変更があった時点で、速やかに事務局に連絡してください。 

事業計画を変更する場合は事前に届出が必要です。変更内容及び変更理由によっては助 

成対象とならない場合があります。なお、購入品の個数や型番変更等の軽微な変更は実績報 

告時に申告してください。 
(２） 原材料・副資材費について 

実績報告時に使用実績書（任意様式）の提出が必要となります。何を、いつ、何の目的に 

どれだけ使用したのかがわかる使用実績を記録してください。なお、完了検査の際、実際の

使用数を確認するため、事業実施期間中において発生した仕損じ品やテストピースを保管し

てください。（保管が困難な場合は写真などによる記録でも可） 

(３） 機械装置費について 

助成対象として認められた機械装置について、発注内容（発注先、購入する機械装置等の 

型式等）を変更する場合は事前の届出が必要です。届出なく申請時と異なる機械装置を購入 

した場合、助成対象とならない場合がありますので、ご注意ください。 

(４） 直接人件費について 

実績報告時に就業日誌の提出が必要となります。具体的な業務内容（誰が、いつ、どこ 

で、何の業務を、何時間行ったか）について、各人ごと、給与計算の対象月ごとに実績を記 

録してください。（例：15 日締めの場合は、各月 16 日～15日で 1 月として記録してくださ 

い） 

① 従事時間は 30 分単位で計上してください。 

② 様式は、以下の横浜市経済局ホームページよりダウンロードできます。 

 

＜ホームページ URL＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kaihatsu/gijutsu/kaihatsu.html 

   

 

 
  

横浜市 新技術開発 検索 
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８－３ 実績報告提出時に提出を求める書類 

助成対象に決定し、助成事業が完了した際は、実績報告書と併せて次の書類の提出を求め 

ます。また、成果物及び成果物の写真、図面等を確認しますので、整備・保管が必要とな 

ります。様式等の詳細は交付決定後にお知らせします。 

（１） 事業実績報告書及び収支決算書 

（２） 成果物の仕様書及び図面、写真 

（３） 見積書、契約書（受・発注書）、納品書、請求書、支払済であることを証する書類の写し   

（領収書等）(※) 

※ 銀行振り込みの場合は、実際の振込日以前に発行された「振込・振替依頼一覧」や「振

込指定一覧」等は、振込の指定や依頼をした記録であって「振込済みであることが確認

できる資料」には該当しませんのでご注意ください。「銀行振込受領書」、「通帳の写し」

以外の「振込済みであることが確認できる資料」として「入出金明細一覧表」や「振込

先データ一覧（実行済）」、「銀行ホームページの取引記録・履歴のスクリーンショット」

等がありますが、銀行により出力可能な期間が１か月～数か月と決まっていることがあ

りますので、取引後速やかに出力する等、ご注意ください。 

※ クレジットカードによる支払は、助成対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ

認められます。また、支払の証拠書類として、クレジットカード利用明細とクレジット

カード決済口座の通帳の該当部分も提出する必要があります。 

（４） 税込 100 万円以上の契約を行った場合、P.12－14 に記載の該当書類対象経費別提出書類 

  ※提出がない場合は、助成対象経費とは認められませんのでご注意ください。 

 

 

 

  

原材料・副資材費 
何を、いつ、何の目的にどれだけ使用したのかがわかる使用実績書 

（任意様式） 

機械装置費 
何を購入、借用、修繕等したのかが明確にわかる資料（カタログの該当ページ

の写し、品番、写真等） 

外注・委託費 外注の成果物がわかる資料（図面、写真等） 

産業財産権経費 
(１) 出願に関しては出願の概要、出願日、出願番号がわかる資料 

(２) 審査請求に関しては審査請求日、その内容がわかる資料 

技術指導導入費 
指導を受けた日時、出席者、指導場所、指導内容が明確にわかる技術指導の日

報と指導報告書（任意様式） 

直接人件費 

(１) 就業（作業、業務）日誌（指定様式） 

※誰が、いつ、どこで、何の業務を、何時間行ったかがわかるもの 

(２) 給与明細又は賃金台帳 

(３) 給与が支払われたことが確認できる書類（振込のあった通帳の写し等） 

(４）就業規則（給与規定を含む） 

調査費 ・調査結果の概要がわかる資料 

クラウド利用費 ・利用期間、利用内容がわかる資料（契約書、請求書に記載がある場合は不要） 
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９ 事業完了後の注意事項 

助成金の交付決定を受けた日の属する年度の末日から起算して５年間（令和 14年３月末日ま

で）は次の点にご留意ください。 

（１） 事業化状況の報告について 

助成事業の事業化状況等について報告を必須とします。報告時期及び報告方法等は概ね次 

のとおり予定しています。各時期の状況報告は、横浜市より別途依頼いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 事業成果の広報活動について 

成果の発表又は公開の際は、次のとおり御協力をお願いいたします。 

ア 申請する事業の成果や製品化に係る発表又は公開（取材対応、ニュースリリース、製品

発表、論文投稿、学会発表等）を実施する際は事前に横浜市に報告をお願いします。特に

記者会見・ニュースリリースについては、事前準備を鑑み、原則公開の３週間前に報告を

お願いします。記載内容を含めサイズや色調等、調整をお願いする場合があります。 

イ 前項目に基づき発表又は公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、記 

載例を参考にしてその内容が横浜市の助成事業の成果として得られたものであることを 

採択番号と合わせて明示してください。論文や学会発表を行う際は、謝辞

(Acknowledgment)へ明示してください。本市助成事業の成果として得られたことについて

記載がない場合は説明を求める場合があります。 

【記載例】 

 「本製品（又は研究、開発）は、横浜市の「中小企業新技術・新製品開発促進助成事業

（採択番号 20##YC0#）」において支援を受けて開発したものです。」 

「これは、横浜市の「中小企業新技術・新製品開発促進助成事業（採択番号

20##YC0#）」において得られた成果を（一部）活用しています。」 

（３） 関係書類の保存 

助成事業に係る関係書類及び帳簿類は、本助成金の交付決定を受けた日の属する年度の末

日から５年間、保存が必要です。 

（４） 財産の保存 

原則として、助成事業により取得した財産（試作品及び成果物、機械装置、産業財産 

権）の処分（廃棄、譲渡、交換、貸付、担保に供すること）が、本助成金の交付決定を受け

た日の属する年度の末日から、５年間制限されます。（耐用年数が５年以内の場合は、この

限りではありません）  ※産業財産権については実施権の設定も制限されます。  

交付年度
交付後

１年目

交付後

２年目

交付後

３年目

交付後

４年目

交付後

５年目

交付後
６年目

販売見込期限の要件 

（令和 11 年３月） 

① R９年 7 月頃 

電子申請フォームに

より進捗状況報告 

② R９年 11～12 月頃  

経済局又は支援機関に

よる企業訪問 

③ R10 年７月頃 

電子申請フォームに

より進捗状況報告 

④ R10 年 11～12 月頃  

経済局又は支援機関による

企業訪問 

⑤～⑧ 毎年 11～12 月頃  

電子申請フォームにより進捗状況報告  
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１０ 助成金交付決定の取り消し・助成金の返金について 

次のいずれかに該当した場合は、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

助成金交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定め

て助成金を返還していただきます。 

（１） 偽りその他不正の手段により助成金等の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき 

（２） 助成金交付前に申請者の要件・事業計画の要件を満たさなくなったとき 

（３） 助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき 

（４） 事業実績報告書を期日までに適正に提出しなかったとき 

（５） 同一若しくは一部が重複する事業計画で国、県、横浜市、独立行政法人等の助成金を受け  

たことが明らかになったとき 

（６） その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき 

※ 助成金の返還を求められたときは、当該助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額に

ついて年 10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければなりません。 

※ 助成金の返還を求められた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から

納付の日までの日数に応じ、その未納額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付

した額を控除した額）について、年 10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければなりません。 

※ 「偽りその他不正の手段により助成金等の交付を受けたとき」、「助成金等の他の用途への使用をしたとき」

に該当する場合は 50,000円以下の過料を課すことや、事業者の名称等を公表することがあります。 
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１１ 事前相談から助成金交付までの全体スケジュール （予定） 

手続きの流れ 

（申請者） 
説明 時期 

事前相談 

↓ 

1. 交付申請書の提出前に、事前相談を行います。 

  【P15 参照】 

事前相談期間 

４月 15 日（水）～ 

５月 29 日（金）17 時まで 

書類の提出 

↓ 

2. 交付申請書及び提出書類一式を提出します。 

  【P16 参照】 

申請書提出の締切 

６月４日（木）17 時 00 分ま

で 

ヒアリング 

調査の実施 

↓ 

3. 審査に先立ち、経済局ものづくり支援課にてヒアリング

を実施します。 

※技術の知識等を有する調査員が事業計画についてお

話を伺います。 

７月上旬～７月下旬 

審査会の実施 

↓ 

4. 横浜市新技術開発等支援事業審査会にて審査を行い

ます。審査会において、申請内容についてご説明いた

だく場合があります。 

９月上旬～中旬 

交付決定通知

の受領 

↓ 

5. 交付決定の通知 

※ただし、助成金の支払いを確約するものではありません。 

10 月中旬 

※「繰上交付候補者」が繰

上交付となった場合は、 

10月中旬～１月 15日に通

知（詳細は P19 参照） 

事業計画の 

完了 

↓ 

6. 事業計画に則り開発を行います。  

※完了期限までに横浜市中小企業新技術・新製品開発促進

助成金交付申請書（第１号様式）に記載の「事業計画」を申

請書に記載した計画通り完了することが、助成金交付の要

件となります。 

事業計画の完了期限 

令和９年 1 月 31 日（日） 

実績報告書の

提出 

↓ 

7. 事業計画が完了し、対象経費の支払いが終了したら、 

事前予約の上実績報告書及びその他必要書類を提出

します。 

実績報告書提出締切 

令和９年２月３日（水） 

17 時 00 分まで 

完了検査の 

実施 

↓ 

8. 経済局が行う完了検査に立ち会います。 

※申請内容の実施状況及び効果について、調査員による現

地調査・ヒアリングを実施します。必要に応じ、追加資料の

提出を求める場合があります。 

２月中 

交付金額確定

通知書の受領 

↓ 

9. 交付額確定通知を受け取ります。 

※実績報告書の審査、現地調査等で申請内容の確認が

とれた企業から順に、通知を送付します 

３月中旬～３月下旬 

交付請求書の

提出 

↓ 

10. 交付請求書等を作成し、提出します。 ３月中旬～３月下旬 

助成金の受領 11. 助成金が請求書で指定した口座に振り込まれます。 ３月下旬～４月中旬 
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１２ 問い合わせ先 

 

〒231-0005 

横浜市中区本町 6-50-10 横浜市役所 31 階 

横浜市経済局ものづくり支援課 

TEL：045-671-2567 

E-mail：ke-sbir@city.yokohama.lg.jp 

 

＜横浜市役所へのアクセス＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/shichosha/iten.html 
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1３ 参考（Q＆A） 

よくある質問 

【申請要件】 

Q：申請者の要件にある「創業５年以上」「市内において 1年以上事業を営んでいること」

の起算日はいつですか？ 

A：令和８年４月１日時点です。 

 

Q：市内で 1年以上事業を営んでいますが、登記をしていません。申請できますか？ 

A：横浜市に対する納税証明書によって、1 年以上課税されていることが確認できれば、申請

することが可能です。法人登記簿謄本、開業届の写し、横浜市に対する納税証明書のいずれ

によっても確認できない場合は、申請者の要件を満たしません。 

 
Q：既存製品を改良するための事業計画で申請できますか？ 

A：改良にあたり、新たに特許が取得できるような技術的な価値や新規性等がある場合は申請

いただけます。申請書には既存の製品との差異を明確に記載してください。 

 

Q：ファブレス（工場を有しない製造業）の企業も申請できますか？ 

A：申請していただけます。ただし、企画だけを行う事業計画では申請いただけません。 

 
Q：一企業が複数の申請をしても OKでしょうか？ 

A：申請できません。一企業につき一案件までとなります。 

 
Q：助成対象期間が「令和８年４月１日～令和９年１月 31日」となっていますが、令和９

年１月 31日までに、販売開始しなくてはいけないのですか？ 

A：助成対象期間である「令和８年４月１日～令和９年１月 31 日」は、あくまでも今回の申

請にあたり、事業計画（研究開発）を実施していただく期間であり、対象経費として費用を

計上できる期間（計上する経費は、期間内に契約、納品、実施、支払すべて実施する必要あ

り）ですので、令和９年１月 31 日までに販売開始していただく必要はございません。令和９

年１月 31 日までに達成できる目標（成果物）を設定していただき、ご申請ください。ただし、

助成対象期間内に、技術的な開発要素がない場合（デザインのみなど）、対象となりません。

なお、令和８年４月１日から３年以内に開発品の販売開始が見込めることが申請要件となり

ますので、令和 11 年３月末日までには販売開始が見込める必要があります。 
 

【申請書類】 

Q：納税証明書はどこで手に入りますか？ 

A：区役所の窓口で申請してください。駅などの行政サービスコーナーでも手に入りますが、

区役所の開庁時間内でないと発行ができません。 
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Q：履歴事項全部証明書はどこで手に入りますか？ 

A：法務局の窓口で申請してください。 

 
Q：３月末決算の場合、確定申告書はいつのものを提出すればよいか？ 

A：申請時には令和５、６年度分を提出してください。令和７年度分については 6 月末日まで

に郵送又は持参にてご提出ください。 

 
Q：人件費について、経費の内訳を証する書類とは何を提出すればいいですか？ 

A：給与明細等をご提出いただいています。申請時は直近の明細を基に経費を算出していただ

いて構いませんが、実績報告の段階では、実際に開発等に従事した期間の月ごとの給与明細

書、給与振り込みのあった通帳の写し、日報等従事時間を証するものをご提出いただくこと

になります。 

 

【経費関係】 

Q：役員の人件費も助成対象となりますか？ 

A：履歴事項全部証明書に役員として登記されている方は対象外となります。 

 
Q：顧問料は人件費として計上できますか？ 

A：顧問料は人件費にはあたりません。業務内容・契約内容を鑑み外注費・委託費、技術指導

導入費のいずれか該当する区分で計上してください。 

 

Q：申請日以前に発生した経費について計上したい場合、事務手続きとして何をしておけ

ばよいですか？ 

A：実際に購入されたものについて、見積書、契約書（受発注書）、納品書、請求書、領収書

をご提出いただくことになります。実績報告の際にご提出いただく書類については、募集案

内の P.22 に記載がございますのでそちらをご確認のうえ、必要書類の保管等をお願いいたし

ます。また、100 万円（税込）を超える契約については別途必要書類がございますので、募集

案内の P.12～14 をご確認ください。 

 

Q：部品を購入し研究開発に使用する機械装置
．．．．．．．．．．．．．

を自社で組み立て・製作する場合の部品購

入費の扱いは？ 

A：機械装置費として計上してください。 

 
Q：部品を購入し研究開発の成果物である機械装置

．．．．．．．．．．．．．．．
を自社で組み立て・製作する場合の部

品購入費の扱いは？ 

A：原材料・副資材費として計上してください。 

 
Q：ロット（最小購入単位）が非常に大きい場合の資材等の購入費の扱いは？ 

A：見積りは最少ロットで取得し、当該事業計画で使用する個数だけ計上してください。 
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Q：事業計画の開始前から結んでいた技術指導契約について、対象期間内の指導料は助成

対象となりますか？ 

A：包括的な技術指導契約については、助成対象とはなりません。当該事業計画に係る技術指

導について内容が明らかな契約を別途行ってください。 

 

Q：小数点以下の取り扱いはどうすればいいですか？ 

A：募集案内 P7 の「５助成対象経費（４）」に記載のとおり、小数点以下はすべて切捨して計

上してください。部品等をロット単位で購入して単価を算出する際や、人件費で時間単価を

算出する際にご注意ください。 

 

Q：直接人件費の時間単価はどのように算出したらいいですか？ 

A：募集案内 P9 の「直接人件費 算出方法」に記載のとおりです。 

時間単価＝月額報酬÷160（小数点以下切り捨て） 

月額報酬＝基本給＋諸手当（賞与及び時間外労働に対する賃金を除く） 

※諸手当は、給与規定等に算定根拠が明示されているものに限られます。 

※対象外となる時間外労働に対する賃金は、固定残業代も含まれます。 

   （計算例） 

   基本給：250,000 円、住宅手当：7,000 円、通勤手当：60,000 円（６か月分） 

 時間単価＝月額報酬÷160 

     ＝（250,000＋7,000＋60,000÷６）÷160 

     ＝267,000÷160 

     ＝1,668.75円 

→1,668 円（小数点以下切り捨て、3,000 円を超える場合は 3,000円） 

 

Q：１件あたり税込み 100 万円以上の契約を行う予定のため、複数者から見積を取ろうと

考えています。見積を取るにあたって、送料等の対象外経費を含めて徴収し、総額で比較

すればいいですか？それとも対象外経費を除いた総額で比較すればいいですか？ 

   A:物品を納品する、又は、外注委託を実施するにあたって、対象外経費を含む必要な経費全て

を含んだ見積を取り、総額で比較してください。ただし、ご申請いただく事業計画に関係の

ない品目を見積書に含めないでください。また、見積書の品目は、比較する見積書全てで統

一するようにしてください。なお、支出明細書（第３号様式別紙（１））には、対象外経費

を除いた経費を計上してください。 

 

Q：見積書に値引き金額が入っていても問題ないですか。 

   A:原則、見積書等の書類には値引き金額を記載しないようにし、値引き反映後の単価を記載し

てもらうようしてください。値引き金額の記載がある場合は、送料などの対象外経費の品目

が計上されていても、対象経費から値引き金額を差し引くこととし、助成金額の計算を行い

ます。 
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【その他】 

Q：交付決定～完了までの期間が４ヶ月しかありません。開発期間が短すぎませんか？ 

A：本事業は、申請者様が自ら計画され、実施されている研究開発について、サポートをさせ

ていただくことを趣旨としています。そのため、助成対象期間を申請日以前（令和８年４月

～）からとし、申請日以前に発生した経費についても助成対象期間内であれば計上していた

だくことができるような制度となっています。 

 

Q：報告書の提出期限は？ 

A：令和９年２月３日（水）17:00です。 

 
Q：社内での生産プロセスの研究・開発は対象となるか？ 

A：対象となります。 

  

Q：交付決定通知をいただいたので書類を準備しているが、「振込済みであることが確認

できる資料」として銀行の「入金明細一覧表」を出力しようとしたが、３か月前のものが

出力できず、銀行に確認しても直近２か月までしか出力できない、と言われました。どう

すればいいですか。 

A：銀行によっては、個別に依頼をかけることで過去の明細を発行できることがありますの

で、ご確認をお願いします。これからの対象経費にかかる取引につきましては、取引後、速

やかに明細一覧を出力・保存いただきますようお願いします。（募集案内 P22 「8-3 実績報

告提出時に提出を求める書類」参照） 
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別紙 1 サーキュラーエコノミーに資する研究・開発のインセンティブ審査について 

 

広くサーキュラーエコノミーに資する取組を後押しするため、審査会のインセンティブ審査において、

サーキュラーエコノミーに特に資すると認められた研究・開発については、予算の範囲内でインセンテ

ィブ対象を決定します。 
※サーキュラーエコノミーとは 
設計・生産・利用・廃棄のあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最
大化を図る経済活動 

 
＜サーキュラーエコノミーに資する研究・開発の例＞ 

・ 事業活動を実施するに当たり、設計・生産・利用・廃棄のあらゆる段階において、その業態に応じ

た循環型の取組を選択する。 

・ 特に動脈産業（製造・小売など）は、廃棄段階まで含めたライフサイクル全体を考慮した循環性の

高い製品・ビジネスモデルをデザインする。 

 

＜設計段階＞ 

•リデュース設計（軽量化等） 

•リユース・リサイクルに適した設計（易解体設計やモノマテリアル化） 

•長期使用可能な製品・サービス設計（耐久性、アップグレード性、修理可能性の確保） 

•オーダーメード型の製品設計による余剰機能の削減 

•再生材などの環境配慮型素材の積極利用 

 

＜生産段階＞ 

•生産工程の最適化による生産ロス（端材等）の削減や端材・副産物の再利用 

•IoT 等を活用し、需要に応じた供給を徹底することによる販売ロスの削減 

 

   ＜利用段階＞ 

•リース方式によるメンテナンスまで含めた製品の有効活用 

•IoT によるサービス化を通じた資産の運転効率や稼働率の向上、長期利用の実現 

•シェアリング等を活用した遊休資産の有効活用 

•中古品のリユースやカスケード利用 

 

   ＜廃棄段階＞ 

    •製品自主回収等を通じたリサイクルの推進 

•産業廃棄物の削減・リサイクルの徹底 

•廃棄物の性状に応じた最適なリサイクル手法の選択 

 

＜横浜市中期計画 2026-2029（素案）＞ 

   横浜市が推進する循環型都市への移行については、下記 URLの冊子 P72～P76 をご覧ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2026-2029/soan.files/soansasshi.pdf 

  

（経済産業省「循環経済ビジョン 2020」から引用） 

31



別紙 2 脱炭素化に資する研究・開発の加点措置について 

社会の脱炭素化（※）に向けた取組や「横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例」（令和３年６月）

の趣旨を踏まえ、広く脱炭素化に資する研究・開発等を促進するため、審査会の通常審査において脱炭

素化に資すると認められた研究・開発については、合計点数に最大 15％を加点します。 

※ 脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、市域の自然的社会的条件に応じて市域における社
会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及
び強化を行うことをいう。（「横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例」第２条第５号で規定する脱
炭素化の定義）

＜脱炭素に資する研究・開発の例＞ 

 再生可能エネルギー（太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存す

る熱・バイオマス）の普及

（「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利

用の促進に関する法律」から） 

 省エネルギー化

① 燃料の燃焼の合理化、② 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化、③ 放射・伝導等による熱の損失

の防止、④ 廃熱の回収利用、⑤ 熱の動力等への変換の合理化、⑥ 抵抗等による電気の損失の防

止、⑦ 電気の動力・熱等への変換の合理化 

（「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）第三章 工場等に係る措置等 から） 

 資源の有効利用

① リデュース（廃棄物の発生抑制）

省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効

率を高め、廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。

② リユース（再使用）

一旦使用された製品を回収し、必要に応じ適切な処置を施しつつ製品として再使用をする。又

は、再使用可能な部品を利用する。

③ リサイクル（再資源化）

一旦使用された製品や製品の製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料としての利用又は

焼却熱のエネルギーとして利用する。

（経済産業省「３Ｒ政策－資源の有効な利用の促進に関する法律」から） 

ほかにも、脱炭素化に資するものとして、水素・アンモニアなどの脱炭素電源や、二酸化炭素の

回収・貯留に係る研究開発などがあります。 
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別紙３ 「横浜知財みらい企業」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ホームページ URL＞ 

https://www.idec.or.jp/business/csr/chizaimirai.html 
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募集案内Ｐ19の「③審査の結果」の注意事項を 
ご一読のうえ、選択してください。 

 

第１号様式（第７条第１項） 

  令和〇年６月〇〇日 

（申請先） 
  横 浜 市 長 

             （申請者）  本店所在地 〒231-0016 

                        横浜市中区****町2丁目X番地 

                      名 称 株式会社ものづくり 

                     （企業名又は団体名） 

                      代表者職・氏名 代表取締役 横浜 花子  

                     

令和８年度 中小企業新技術・新製品開発促進助成金交付申請書 
  

中小企業新技術・新製品開発促進助成金の交付を受けたいので、別紙の書類を添えて申請します。 
なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月

30日横浜市規則第139号）及び中小企業新技術・新製品開発促進助成金交付要綱を遵守します。 
 
 １ 事業計画の名称（30字程度） 

   コンパクトな組み立て式家庭用冷燻燻製器の開発    

   

  ２ 助成対象経費総額（予算額合計）   ８，０３３，０５０円・・・Ａ 

３ 助成金算定基礎額の合計       ７，４４８，５２５円・・・Ｂ 

４ 助成金交付申請額（Ｂ×１/２）    ３，７２４，０００円・・・Ｃ 

５ 助成金交付申請額（Ｂ×２/３）    ４，９６５，０００円・・・Ｄ ※ 
    （Ｃ・Ｄは1,000円未満切り捨て） 

     Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの数字は第４号様式（資金計画書・資金計画支出明細書）の数値と合致するよう記載してください。 

    ※Ｄは、インセンティブ審査を申請する場合のみ記入してください。 

６ インセンティブ審査を申請する場合は、〇をご記入ください。 

○ サーキュラーエコノミーに資する事業計画のため、インセンティブ審査（助成率引上げ、優先

採択）を申請します。 

７ 横浜市が実施する「脱炭素取組宣言」を行っていますか。（必須要件） 

○ 宣言している 

    宣言ＵＲＬ：https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html 

８ 加点項目に該当する場合は、〇をご記入ください。 

○ 「横浜知財みらい企業」のため、加点措置を申請します。（合計点数の２％） 

 
９ 審査の結果で交付とならなかった場合に、交付対象者の取消等が発生した際の繰上交付候

補者となることを希望しますか。 
   （注意事項） 
  ・横浜市新技術開発等支援事業審査会の結果を踏まえ、予算の範囲内で、繰上交付候補者を決

定します。 
・繰上交付となった場合は、令和９年１月15日までに通知します。 

  ・繰上交付となった場合も、実績報告書を令和９年２月３日までに提出してください。 

○ 希望する   希望しない 

  

記入例 

役職名を入れてください 

申請内容のポイント（新規性や強み）が簡潔

に分かるタイトルとしてください。 

「脱炭素取組宣言」は必須要件です。 

詳細は、宣言URＬよりご確認ください。 

サーキュラーエコノミーに資する研究・開発であり、 

インセンティブを希望する場合は選択してください。 

必須項目ではございませんので、該当がなければ記載不要

です。 

加点を申請する場合は選択してください。 

必須項目ではございませんので、該当がなければ記載不要です。 
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誓約事項 

私（申請者）は、中小企業新技術・新製品開発促進助成金の申請にあたって、次に掲げるすべての事項を確認し、誓約します。 

項目 
１．脱炭素取組宣言を行っています。 

２．申請する事業計画は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）」で規

定する医薬品、医薬部外品及びそれに類するもの、又は、動植物に直接影響を与える技術に関するもの、に該当しません。 

３．申請者が主体となって事業計画を実施し、かつ成果を助成金の交付決定を受けた日の属する年度の翌々年度までに販売開始し、

事業化する予定です。（グループによる申請を行う場合は、グループの代表者が主体となって事業化する予定です。） 

４．助成対象とする機械装置は市内の拠点に置きます。 

５．助成対象とする人員は市内の拠点で勤務します。 

６．本事業計画における技術的課題の解決方法そのものを外注・委託することはありません。 

７．試作品等の製造、開発のすべてを他社に委託し、企画だけを行うことはありません。 

８．機械装置や金型の導入等設備投資を主目的とした事業ではありません。 

９．原材料や商品の仕入れ等、営利活動に該当するものではありません。 

10．同一若しくは一部が重複する事業計画で、国、神奈川県、横浜市、独立行政法人等の委託又は補助を受けている事実はありませ

ん。これを確認するために、横浜市が他の補助制度の執行機関、部署と申請情報を共有することを同意します。 

11．同一又は一部が重複する事業計画で、当該年度に横浜市経済局が実施する研究開発や実証実験に係るその他の助成事業に申請し

ません。これを確認するために、横浜市が他の部署と申請情報を共有することを同意します。 

12．当該年度に、横浜市経済局が実施する研究開発や実証実験に係るその他の助成事業において、中小企業新技術・新製品開発促進

助成金に申請した事業計画と同一であるか否かを問わず、助成金の交付を受けません。複数の交付決定を受けた際は速やかに横浜市

へ報告し、１つを除く助成事業に、事業計画の廃止届出書を提出します。これを確認するために、横浜市が他の部署と申請情報を共

有することを同意します。 

13．「横浜市暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条に定める

性風俗関連特殊営業に該当するものではありません。その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション（送り付け商法）、催眠商

法、霊感商法などの業態を営むものではありません。 

14．本助成事業の実施に当たって関係法令に適合しているとともに、他の知的財産権を侵害することはありません。知的財産権の侵

害となる場合には、申請者が責任を負うことについて承諾します。 

15．本助成事業によって得られたノウハウ・技術の売却を目的としたものではありません。 

16．申請者は、虚偽の申請、報告など、本事業の助成金交付に関して不正行為を行いません。不正行為があると判明した場合、横浜

市が申請者の名称とその内容を公表すること、及び助成金の返還と違約加算金・延滞金の支払いに応じます。また、返還に際し、支

払い期限までに返済がなされない場合には、横浜市が関係行政機関及び関係金融機関に申請者の所得・財産調査等を実施すること並

びに関係行政機関及び関係金融機関がこれに回答することに同意します。 

17．申請者は本助成事業の事業化の状況等について、助成金の交付決定を受けた日の属する年度の末日から起算して５年間は横浜市

に報告を行います。 

18．申請者は、助成金の交付決定を受けた日の属する年度の末日から起算して５年間は助成事業に係る関係書類及び帳簿類を保存し

ます。 

19．申請者は、本助成事業により取得した財産（試作品及び成果物、機械装置、産業財産権）を、取得した時より当該耐用年数（減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に基づく。）を経過する前又は交付決定を受けた日の属する年度

の末日から５年間を経過する前に処分（廃棄、譲渡、交換、貸付、担保に供すること）しません。 
20．申請者は、本助成金申請に関する申請者情報を、横浜市が中小企業支援策等の提供に利用することに同意します。 

 

【誓約した者】 

 誓約日： 令和〇年６月〇 

法人の方 

・法人名      株式会社ものづくり    

・代表者役職名   代表取締役        

・代表者氏名    横浜 花子       

 

個人事業主の方 ・代表者氏名                  

  

申請書と同じ日付を記載 

してください。（和暦） 
誓約事項をご確認・同意のうえ、 

ご記入ください。 
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横 浜 市 長 

 

事業成果の広報活動について 

 

本事業では、報道機関その他への成果の発表・公開等については、以下のとおりとします。 

 

 

1 本事業の成果や製品化に係る発表又は公開（取材対応、ニュースリリース、製品発表、論文

投稿、学会発表等）を実施する際は事前に横浜市に報告を行います。特に記者会見・ニュー

スリリースについては、事前準備を鑑み、原則公開の３週間前に報告を行うものとします。 

 

2 報告の方法は、文章等によるものの他、電子媒体（電子メール等）により通知します。その

際、横浜市からの受領連絡を持って履行されたものとします。 

 

3 公開内容について横浜市と事業者は内容を調整・合意のもと、協力して効果的な情報発信に

努めるものとします。 

 

4 インセンティブ申請（サーキュラーエコノミーへの寄与）が審査会で認められて採択された

場合、他の市内企業等の参考となるサーキュラーエコノミーのリーディングモデルとして、

横浜市と協力して取組及び製品等を広報・ＰＲ等に努めるものとします。 

 

5 前項目に基づき発表又は公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、次の記載例

を参考にしてその内容が横浜市の助成事業の成果として得られたものであることを明示しま

す。 

 

 【成果の発表又は公開する場合の記載例】 

  「本製品（又は研究、開発）は、横浜市の「中小企業新技術・新製品開発促進助成事業（採択

番号20##YC0#）」において支援を受けて開発したものです。」 

   

 【事業化・製品化等について発表又は公開する場合の記載例】 

「これは、横浜市の「中小企業新技術・新製品開発促進助成事業（採択番号20##YC0#）」にお

いて得られた成果を（一部）活用しています。」 

 

 

上記に掲げるすべての事項を確認し、承諾しました。 

令和〇年６月○○日  

本店所在地 〒231-0016 

                              横浜市中区****町2丁目X番地 

                     名 称     株式会社ものづくり 

                    代表者職・氏名 代表取締役 横浜 花子 

 

  役職名を入れてください 
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第２号様式（第７条第１項第１号） 

事業計画書(１) 研究・開発の全体像（概要版） ＜枚数制限：１ページ以内＞ 

  

※事業計画書（２）～（10）に詳細を記入していただいていますので、下記項目は要点のみご記入ください。 

 各事業計画書には枚数制限がございますので、ご注意ください。 

自社がこの開発のテーマに取り組もうとする背景（目安 100文字程度） 

肉や魚の燻製作りは大人の趣味として、特に、本格志向の上級者には冷燻が人気である。しかしながら、冬季

以外でも容易に冷燻が楽しめる市販の燻製器がない。本商品を通して、作る楽しみや食べる楽しみを提供した

い。 

※要点のみ記入をお願いします。 

① 自社で研究・開発する内容 
（箇条書き可） 

逆U字型燻製器設計、制作 

② 自社の強み 
（箇条書き可） 

製缶板金加工及び板金加工にも対応でき、評価結果後の柔軟な設計調

整が可能であること。 

③ 開発・製品化にあたり 

困難なこと（技術的課題） 
（箇条書き可） 

・強度と軽量化を確保した筐体設計 

・実機による煙流と構造の調整 

 

④ 活用する社外のノウハウ 
（箇条書き可） 

１ 〇〇紙業株式会社 
 段ボール加工による燻製機筐体設計・製作  

２ 〇〇造形サービス株式会社 
  冷却タンクの３Dプリンター製作技術 
 

⑤ 既存の技術や製品と比べて 

違うところ・顧客へ提供でき

る新たな価値 （箇条書き可） 

・コンパクトな点。 
・冷燻、熱燻、温燻に対応している商品は他にないところ。 

 

 

※要点のみ記入をお願いします。 

 

自社が、この開発から展開し得る事業の姿、企業としてのあり方（目安 100文字程度） 

本研究開発で得た技術で優位性を確立し、燻製機や燻製関連商品のニッチトップとして展開していきたい。 

 

  

想定顧客（メインターゲット） 想定される競合先 エンドユーザー 

燻製上級者、高齢者、主婦など 〇〇社、〇〇社 燻製上級者、高齢者、主婦など 

類似サービスに対する競争優位性・差別化のポイント（箇条書き可） 

 

・冷燻、熱燻、温燻に対応している商品は他にない。 

・競合先はアフターサービスを実施していないが、弊社は〇年間保証し、無償交換を行う。 

 

申請書に記載する内容の要約ページとして使用します

ので、要点のみ簡潔に記載してください。詳細は、事業

計画（２）以降に記載していただきます。 

事業計画書ごとに、 

ページ数の制限があります。 
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事業計画書(２) 目的・背景 ＜枚数制限：２ページ以内＞ 

 

【全体を通しての注意事項】 

＊補足資料がある場合は、別途添付してください。ただし、本事業計画書の枠内に画像等を挿入するなどし、

可能な限り事業計画書内で収めるようにしてください。本事業計画書に添付する補足資料は10ページまで

としてください。添付資料は、該当ページの抜粋、補記、該当箇所へ色塗り等、どの部分の補足資料なの

かを分かりやすいように作成してください。 

＊略語を多用する場合は、略語表を別途添付してください。 

＊適宜、内容が伝わりやすいように図や写真等をご使用ください。 

 

事業計画の概要（100字以内） 

一年中、冷燻が楽しめる燻製器を提供したい。このため、外気の影響を受けにくく、簡易・コンパクトな

形状で、組み立て・分解が容易で、燻煙を冷却出来て、燻煙が無駄なく食材に接触するような燻製器を開発

する。 

 

 

本研究・開発の目的・背景・必要性 

 

（目的） 

肉や魚の燻製作りは大人の趣味として、特に、本格志向の上級者は冷燻が人気である。冷燻は15～30℃程度の

低温で、長期間燻製し十分乾燥させ水分活性の少ない燻製を作るものである。 

時間にゆとりのある高齢者や主婦に作る楽しみ、食べる楽しみを提供することが動機である。 
 

 

（背景・必要性） 

冬季以外でも冷燻が楽しめる軽量、コンパクトな燻製器を商品化することで、○○業界の年間売上高の３％程

度の売上高（約〇〇円／年）を確保できると予測できる。 
 

 

（会社として本研究・開発に至った経緯） 

 弊社は、一般消費者向けの自社オリジナルブランドの製品がなく、メーカー向けの部品製造などが主であ

る。数年前より、既存事業のメーカー向けの部品製造の取引先の事業中止等があり、会社としての売り上げが

下がり、今後更なる売上低下が予想される。そこで、他社の開発品の設計や部品製造で得られた、加工技術な

ど電化製品の知見を活かし、新規事業を立ち上げることを目的に、本製品の開発に至った。 

 

 

（会社としての本研究・開発の位置づけ） 

本製品により、一般消費者の知名度をあげ、更なる一般消費者向けの製品開発につなげていきたい。それに

より、取引先に左右される経営を脱却し、本事業を会社の新たな主軸とするため、会社の最重要プロジェクト

に位置付けており、早期の事業化を目指して進めている。 
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事業計画書(３)  成果物 ＜枚数制限：２ページ以内＞ 

成果物の仕様、製作個数（＊ここに記載した成果物が完成することが助成金交付の条件です） 

＊令和９年１月31日までの事業計画の期間内で、本事業で完成する予定のもの 

 ＊採択された際は、完了検査で会社へ訪問し、予定通りの成果物が完成しているか現物確認を行います 

 

（１）製作品目・製作個数・冷燻 燻製器  計10台 

【内訳】 

段ボール製のため、組み立て、解体を何度か繰り返し、耐久性評価用 ３台 

実際に燻製を作り、煙流れ及び冷却性の評価用 ２台 

販売ルートになるホームセンターへ持込み評価してもらう用 ５台 

 

（２）仕様 

   寸法や詳細な仕様については、別添設計図（①）のとおり 

 

 

 

 

 

成果物のイメージ 

＊イメージ図や画像等があれば添付してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売開始した際の製品イメージと利用シーン（令和11年３月までに販売開始予定のこと） 

＊ある製品の１部品として使用される場合は、それが分かるように記載してください 

＊イメージ図や画像等があれば添付してください 

 

 

 

 

  

令和8年1月31日までに出来上がる成果物を設定してください。 

成果物の処分（廃棄、譲渡、交換、貸付、担保に供すること）は制限されます。 

 

成果物が試作機等である場合は、できるだけイメージ図や画像を挿入ください。 

様式に収まらない場合は、別紙にて添付してください 

これらにそぐわない成果物（設計書、評価書等）については、記載不要です 

 

販売開始した際の製品の様子を、できるだけイメージ図や画像で示してください。 

特に、ある製品の１部品となる場合は、どのような役割で使われているか分かるように記載

してください。 
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事業計画書(４)  新規事業のポジショニング ＜枚数制限：１ページ以内＞ 

 

「技術・製品・サービス」と「市場・顧客」について、これまでのものとこれからのものが、それぞれ具体的に何が異なるかを分か

るように詳述してください。 

 

ポジショニング：・新規事業において目指す立ち位置 

・製品やサービスが特定の顧客層に選ばれるための、競合とは異なる独自の価値の打ち出し 

既存事業：御社の既存のビジネス 

新規事業：今回ご提案いただいている新技術・新製品が、実際に事業化（販売開始）した際のビジネス 

 

 既存事業 新規事業 

技術・製

品・サー

ビス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市場・顧

客 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・既存製品と新製品、既存市場（顧客）と新市場（顧客）、既存事業と新規事業などについて、

これまでのものとこれからのものが、それぞれ具体的に何が異なるかを詳述してくださ

い。 

 

・「今回提案する技術」と「自社の既存のビジネス」のそれぞれの立ち位置が分かるように

記載してください。 

 

・既存事業への機能追加などの場合は、機能追加の内容（技術）と、それにより得られる差

分（提供できる新たな価値、新たなターゲット）が明確に分かるように記載してください。

既存の製品との差異を明確に記載してください。 
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事業計画書(５)  技術的価値 ＜枚数制限：３ページ以内＞ 

＊審査対象は、今回の研究・開発です。既存技術の部分は審査対象となりません。 

＊裏付けとなるデータをご記入ください。（別添可） 

＊本事業は、各専門分野の調査員や審査員により審査を行います。その為、記載内容の裏付けとなるデー

タを記載する際は、専門的な審査員等が見て納得できる定量的な根拠を記載するようにしてください。 

 

① 「新規性」 

市販されている燻製器は図に示すA 

型の煙突型の形状で、下部にチップや 

スモークウッドを燃焼させ燻煙を発生 

するためのチップ皿を設置し、必要な 

時は電熱器などでチップ皿を加熱し、 

上部に設置した食材を燻煙する方式が 

大部分である。 

燻製愛好者の中には冷燻のために燻製器を自作する人もいるが、その多くはBのように熱源となるチップ皿

がある燃焼室と食材を分離し、燻煙が別室に流れる間に冷却水で減温する形式である。外部をレンガで覆っ

て遮熱するなど大掛かりなものとなる。 

本研究では、Cの逆U字型を提案する。チップ皿と食材を仕切り板で分離し、発生した燻煙は上昇流とな

り、冷却タンクと接触させることで温度を下げ、Uターンして下降流として食材に接触し、下部から排出する

構造である。この構造は火力発電用ボイラーで一般的に採用されている構造である。 

 

 

➁ 「優位性・独自性」 

筐体を段ボールとし、組み立て式にしたので重量、容積が減り、輸送費の低減や倉庫スペースの削減が可能と

なり、販売上の優位性を確保できる。また、四季を通じて冷燻が楽しめる燻製器を提供できることが優位性で

あり、これを実現する逆U字型構造の燻製器は市販例がなく、独自性がある。 

 

 

③ 「利便性」 

コンパクトな形状の冷燻、温燻、熱燻ができる燻製器を提供できる。ユーザーは使用しないときは分解

し、コンパクトに収納、保管できる。また、冷却タンクを使用しないときは、温燻、熱燻用の燻製器とし

ても使用できる。 

 

 

④ 本研究・開発で「解決しようとする技術的な課題」 

前年度までに冷燻用燻製器の構造を可視化試験などによって決定したが、以下のような課題が発生した。 

・筐体をステンレス薄板で製作したが、金属材料では原材料費がアップする、重い 

・筐体はスペースを要するので、在庫、輸送などで不利 

・外気温の影響を避けるため遮熱塗料を塗布したがコストアップに要因になる 

・冷却タンクをアルミ製としたが重量がある、コストがかかる 

 

 

⑤ 技術的課題の「解決方法」 

＊差別化あるいは工夫する開発ポイントや構成を技術的動作が把握できるように記載してください。 

＊課題を解決する為にどの様な機能を具体化するのか、その機能実現のために技術的に新規開発をおこな

う部分や方法は何なのかを、分かるように記載してください。 

 

・軽量化、コストダウンのために、筐体にA-A二層フルート構造の段ボールを採用する 
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・断熱のためにアルミシートを貼る（別紙図面○○参照） 

・冷却タンクは軽量化とコストダウンのためプラスチック製とし、組み立て時に金属スタッドに 

嵌め込むことで熱伝達を確保する 

・コンパクト化のため燻製器は組み立て式とし、分解収納時には直方体パッケージとなるようデ 

ザインする 

・10キログラム程度の燻製食材と氷水の入った冷却タンク吊り下げることを想定し、強度を確保 

するために筐体コーナーを金属製アングルで補強する。（別紙図面○○参照） 

 

 

⑥ 技術的課題の解決にあたり予想される「困難なこと」 

・「強度と軽量化を確保した筐体設計」 

 筐体に外注加工によるA-A二層フルート構造の段ボールを採用するが、実物による試験結果により、 

 大幅な設計変更の可能性がある。 

・「実機による煙流と構造の調整」 

シミュレーションソフトによる試験等を実施しているが、実機試験による非常にシビアな調整や加工が

必要となる。 
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事業計画書(６)  研究・開発体制 ＜枚数制限：２ページ以内＞ 

①本研究・開発拠点の住所 

〒231-0016 

 横浜市中区****町2丁目X番地 

 

 

②本研究・開発に要する設備の保有状況 

・プレス機(ターレットパンチプレス、ベンディングマシンなど)、11台 

・溶接機(YAG溶接、TIG溶接など)、13台 

・切断機(シャーリング、足踏み式など)、5台 

・工作機械(精密研磨盤、自動カシメ機、旋盤など)、11台 

 

③研究・開発体制図（研究・開発の社内外体制、担当者の役割分担等） 

＊外注や技術指導等についても記載してください。 

人件費の対象となっている研究・開発要員を枠線で囲み、経歴、役割がわかるようにしてください。 
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事業計画書(７) 研究・開発内容 ＜枚数制限：３ページ以内＞ 

本研究・開発を行うまでにこれまでに実施した研究・開発 

 

・燻製器を30℃程度以下に保つための容器の冷却、断熱方法の検討、評価 

・熱源となるチップの配置方法の検討、評価 

・発生した燻煙の冷却方法の検討、評価 

・燻煙の流れの可視化により偏流、停流のない流路の検討、評価 

・生成した燻製の食味の評価 

 

これらの検討の結果、図に示すような逆U字型の構造が効果的であると評価した。 

 

本研究・開発の内容及び方法（＊ここに記載した内容はすべて実施することが助成金交付の条件です） 

①開発時期・開発方法・開発工程（事業計画の期間内に実施する開発項目） 

 ＊事業計画の期間は、令和８年４月１日～令和９年１月31日内に設定してください 

開発時期 開発項目 具体的な内容 
担当者/ 

委託会社 

R8年4月～9月 
燻製器設計・製作 ・燻製器の設計、デザイン 

・外注業者による段ボール加工 
製造課 
金沢 みどり 
〇〇紙業㈱ 

R8年4月～9月 

冷却タンク設計・製作 ・冷却タンクの 3D－CAD による設

計 
・冷却タンクの3Dプリンターによる

造形 

製造課 
製造2G 
鶴見 七郎 
△△造形サー

ビス㈱ 

R8年8月～9月 

燻製器支持部材製作 板金加工により燻製器の支持ポー

ル、ハトメ製作 
製造課 
開発G 
瀬谷 三郎 
南  五郎 

R8年10月～ 
R9年1月 

開発燻製器評価 組み立て、解体、燻製製作などによ

り、煙流・冷却性能の確認と作成し

た燻製の評価 

製造課 
開発G 
瀬谷 三郎 
南  五郎 

 
   

 

 

上記表に合わせて、下記図の「開発項目」を記入し、期間を矢印で記載してください。 

 

 
  

燻製器設計・製作 

冷却タンク設計・製作 

燻製器支持部材製作 

開発燻製器評価 

 

令和8年４月１日～令和9年１月31日までの開発内容につい

て記載してください 

＊すべて実施することが助成金交付の条件となります 
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令和９年１月31日以降の販売開始までの実施項目・実施時期を記載ください。 

（＊行が足りない場合は追加してください。事業計画の期間内に販売まで完了する場合は記載不要です。） 

 

実施時期 開発項目 具体的な内容 

R９ 

４月～８月 機能検証 ○○○株式会社ほか３社でモニタリング 

８月～12月 設計改良 モニタリング後のフィードバックを基に

した改良 

12月～12月 量産に向けた○○の金型作

成 
〇〇部品、○○ケースの金型作成のための

事業者選定、仕様書確定 

R10 

１月～４月 同上 同上 

４月～７月 販売代理店との契約締結 
現時点でこれまで取引のあり、ホームセン

ターへのパイプがある２社（●●株式会

社、●●株式会社）で検討中 

５月～７月 販促ツール作成 ホームページへの掲載、販促パンフレット

の作成 

８月～８月 販売開始  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売開始予定（令和11年３月までに販売開始予定のこと） 量産開始予定 

令和 10年 ８月    令和 10年 ８月 

④高額な機械装置を購入する場合（機械一式税抜５００万円以上）の購入理由 

 

 

 

  

令和１1 年３月 31 日までに販売開始の見

込みがあるか確認するため、現時点で想

定している販売開始までの工程を記載し

てください。 

下記について記載してください。 

・使用用途、使用する工程 

・必要とするスペック 

・購入よりも安価な方法（リースや試験委託等）の検討状況 

・購入よりも安価な方法があるにもかかわらず購入を希望する理由 
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事業計画書(８)  市場性・事業性 ＜枚数制限：４ページ以内＞ 

① ターゲット市場とその規模及び市場の動向 

ホームセンターにおける燻製器類の売上高は〇〇億円。SNSでの「燻製」キーワードは年率〇〇％で伸びて

おり、認知度が向上し、興味を持つ人が増えている。 

 

➁ 本研究・開発物が対象とする顧客（想定するメインターゲット） 

燻製上級者を主要ターゲットとするが、時間に余裕があって、食へのこだわりがある高齢者、主婦層にも

ニーズがあることから顧客と想定する。（●●年実施○○○調査結果による） 

 

③ 本研究・開発物が対象とするエンドユーザー 

＊ビジネスモデルが分かるように、材料等納入先からエンドユーザーまで（サプライチェーン）のフロ

ー図等で分かりやすく記載してください 

 

 エンドユーザーはメインターゲットと同一である。サプライチェーンのフロー図を下記に 

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 想定される競合先 

〇〇社 

〇〇社 

 

⑤ 競合先と比較した競争優位性 

 

下記の比較表のとおり、本事業計画は、価格に関しては他社よりも高いが、機能面及び保守体 

制は他社に比べて差別化が出来ており、優位性が確立できる。 

 

 ＜他社製品との比較表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊比較表は、必ず作成してください。他社に類似品が無い場合は自社の旧製品等と比較してください。

比較する項目は任意としますが、客観的に見て、他社製品と比べて申請事業の新規性、強み、弱み等

が分かるように記載してください。 

 

 当社（開発品） 〇〇社 〇〇社 

燻製方式 逆U字型 分離型 従来型 

対応可能なメニュー 〇冷燻、熱燻、温燻  冷燻 熱燻、温燻 

サイズ 〇コンパクト 大規模なものが多い 

 
コンパクト 

維持管理 〇容易 困難 〇容易 

価格 △高め（〇〇円） 安い（〇〇円） 安い（〇〇円） 

保守体制 １年間保証 

その後メンテンナンス

サービスあり 

売り切り・アフターサービ

スなし 

売り切り・アフターサー

ビスなし 

調達
専用筐体：〇〇社（外注委託）
その他部品：○○社ほか（予定）

生産（量産）、発送
〇〇社（生産）
〇〇社（発送）

検査・在庫管理
株式会社ものづくり（弊社）

代理店
〇〇社等（予定）

※ネット通販については直販

販売
小売事業者

（ホームセンター等）

顧客（エンドユーザー）
・飲食店

・一般家庭（主婦や高齢者）

裏付けとなるデータを積極的に記入してください 

また、図や表がある場合は記入してください 
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⑥ 生産体制 

筐体を構成する段ボール加工は〇〇紙業株式会社に外注する。 

冷却タンクは開発品なので、今回は3Dプリンターで造形するが、商品化時には金型を起こす予定である。 

資材梱包、発送などは当面、当社で行うが、販売数量が増加、安定した時点で協力会社に委託する。 

 

⑦ 契約方法・販売方法 

・ホームセンター(代理店経由） 

・ネット通販(直販) 

１年間保証後のメンテンサービスを〇〇〇円/年実施 

 

⑧ 現時点の販路開拓状況 

○○ホームセンターと打ち合わせをして、〇〇台契約済。 

また、アウトドア用具大手メーカーの（株）○○とOEM契約を実施する方向で、〇月に○○部署と打ち合わ

せを進めている。 

 

⑨ 本研究・開発の事業化にあたっての課題やリスク 
・産業財産権の取得を予定していないが、今後の販売状況をみて検討していく。 

  ・〇年間無償保証を予定しているが、販売数が少ない場合は直営で対応予定だが、代理店でも対応できる

よう調整する。 
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⑩ 本事業の損益計画  

 ア 販売開始までの開発費（単位：千円） 

   概算総額 20,000千円 

 

イ 販売開始後の損益計画（単位：千円） 

  1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 

期間 令和10年８月～令和15年７月（販売開始から５年後まで） 

販売単価(A) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

販売数量 

[単位](B) 
3[台] 3[台] 3[台] 3[台] 3[台] 

売上高① 

(A)×(B) 
12,000 20,000 40,000 60,000 80,000 

売上高② 
（メンテナンス、消耗

品販売での収益） 
0 0 0 0 0 

製造原価③ 4,500 7,500 15,000 22,500 30,000 

販売管理費④ 
（営業・広告・販売活

動費用等） 
22,000 17,000 15,000 22,000 17,000 

その他の費用⑤ 0 0 0 0 0 

営業損益 

①‐(②+③+④＋

⑤) 

△14,500 
⑥ 

△4,500 
⑦ 

10,000 
⑧ 

15,500 
⑨ 

33,000 
⑩ 

営業損益累計 
（開発費含む） 

△34,500 
⑥ - ア 

△39,000 
(⑥＋⑦)-ア 

△29,000 
(⑥＋⑦＋⑧)-ア 

△13,500 
(⑥＋⑦＋⑧＋⑨)-ア 

19,500 
(⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩)-ア 

 

 

 

ウ 損益計画の算定根拠（販売価格、数量等） 

 

 

標準販売価格 4,000千円 メンテンナンスサービス料は〇千円/年に予定している。 

１年後は○○（株）に３台納品して評価してもらう予定。 

２年度は他のホームセンター（〇〇、〇〇）に既存品を扱ってもらっているため５台販売と見込む。 

３年目は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

４年目、５年目以降は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

今回の開発費を含めて５年後に回収できる見込みである。 

  

販売開始予定月から５年後まで記載してください。 

金額の単位は[千円]としてください。 

単価が一定出ない場合は、平均単価としてください。 

算出式は「イ 損益計画の算定根拠」に記載してください。 
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事業計画書(９)  加点項目（脱炭素化への寄与） ＜枚数制限：２ページ以内＞ 

 

事業計画が「脱炭素化」に寄与する内容について記載してください。 

審査会にて加点の妥当性が認められた場合のみ、加点対象となります。 

 

① 分野 
2050 年に向けて成長が期待される重点分野に該当する場合は、該当分野に〇を記載してください。                     

（「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（令和３年経済産業省策定）） 

 洋上風力・太陽光・地熱  水素・燃料アンモニア  次世代熱エネルギー  原子力 

 自動車・蓄電池  半導体・情報通信  船舶  物流・人流・土木インフラ 

 食料・農林水産業  航空機  カーボンリサイクル・ 
マテリアル  住宅・建築物・ 

次世代電力マネジメント 

 資源循環関連  ライフスタイル関連 〇 重点分野には該当しない 

② 研究・開発がどのように「脱炭素化」に資するか、従来品との比較等をまじえて、具体的数値（消費

電力、削減率、CO2削減量、削減排気量など）を入れて記載してください。 
※開発品の市場導入における効果、既存機器・サービスから比較して削減できる消費電力・CO2 削減量、

など 
事例①：開発品を市場導入することで、既存の類似商品に比べ、消費電力を〇％程度削減する効果が見込ま

れます。 
事例②：本事業計画で開発する商品は、既存の類似商品に比べ、部品点数を減らすことができる設計となっ

ています。（部品点数 〇点→〇点）このため、生産プロセスにおける部品溶接機の消費電力を〇％削

減する効果が見込まれます。 
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事業計画書(10)  インセンティブ審査（サーキュラーエコノミーへの寄与） ＜枚数制限：５ページ以内＞ 

 

インセンティブ審査を申請する方のみ、記入してください。 

 

事業計画が「サーキュラーエコノミー」に寄与する内容について記載してください。 

審査会にてサーキュラーエコノミーに特に資する事業計画と認められた場合は、予算の範囲内でインセン

ティブ対象（助成率を2/3に引上げ、優先採択）を決定します。 

 

①サーキュラーエコノミーの分類（選択式） 

  横浜市では持続可能な都市を実現するため「循環都市への移行」として、サーキュラーエコノミーを

推進しています。「横浜市中期計画 2026-2029（素案）」では「たべる」サーキュラー、「くらす」サ

ーキュラーなどを重点取組としています。 
本事業で開発する技術・製品等について、下記のうち該当するサーキュラーがある場合は、選択をし

てください。貢献すると判断された場合、インセンティブ審査で加点されます。 

※インセンティブ申請の要件を３つのサーキュラーに限定するものではありません。 
1. 該当するサーキュラーを選択してください。（複数選択可。ただし、加点率は変わりません） 

☑ 「たべる」サーキュラー 

□ 「くらす」サーキュラー 

□ 「みえる」サーキュラー 

□ いずれにも該当しない（上記に該当しないがサーキュラーエコノミーに寄与する） 

※各サーキュラーの具体的な内容については次ページ以降をご確認ください。 

②インパクト（波及性） 
  本事業により見込まれる、資源使用量や廃棄物等の削減効果について、可能な範囲で定量的な根拠を

示してください。また、開発成果が地域や産業にどのように波及し得るか、その広がりや波及可能性に

ついても記載してください。 
1. 事業計画で実施する研究開発におけるサーキュラーエコノミーのカテゴリ（複数選択可） 

□ 設計段階（軽量化、リユース・リサイクルに適した設計、再生材などの環境配慮型素材の利用など） 

□ 生産段階（生産工程の最適化による生産ロスの削減、端材・副産物の再利用など） 

☑ 利用段階（リース方式や新たなビジネスモデル、IoTによるサービス化を通じた長期利用の実現など） 

☑ 廃棄段階（リサイクル技術、製品回収の新たな仕組みなど） 

※技術的な内容については、「事業計画書(５)技術的価値」に記載してください。 

 

2. 資源・廃棄物削減の定量根拠 ※上市後の効果（削減量見込） 

（削減量の試算、算出方法、従来方式との比較を可能な範囲で定量的に記載） 

従来の使い捨て樹脂トレイと比較して、年間約 12 トンの廃棄物削減が可能との試算を行った。算定は地域の食

品工場3社の年間使用量データに基づく。 

再資源化率は現行20％から50％へ向上すると見込んでいる。 

地域の食品工場3社の年間使用量データに基づき、廃棄物削減効果を試算した。 

現状：使い捨て樹脂トレイ年間使用枚数＝1,200,000枚 

1枚当たり廃棄物量＝10g（0.01kg） 

→ 現状の年間廃棄物量 

1,200,000枚 × 0.01kg ＝ 12,000kg（＝12トン） 

本製品導入後、再資源化率は20％→**50％**に向上する見込み。 

再資源化向上による廃棄量削減効果： 

（改善後再資源化量 － 現状再資源化量）＝削減量 

1,200,000枚 ×（0.50 − 0.20）× 0.01kg 

＝ 3,600kg（＝3.6トン）削減 
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よって、導入後の総廃棄物量は 

12トン − 3.6トン＝ 8.4トンとなる見込み。 

 

3. 地域・産業への波及性 

（地域企業の活用可能性、他分野への展開、市場・雇用などの波及効果を記載） 

地域の食品加工業者や小売業者が導入可能であり、初年度で10社程度への波及を見込む。 

回収・再資源化工程を地域内で完結させることで、地域物流業者やリサイクル事業者の新たな仕事創出にもつ

ながる可能性がある。 

他の樹脂容器への展開も技術的に可能で、産業横断の循環モデルとして普及が期待できる。 

想定導入企業数：初年度10社 × 1社あたり年間使用量40,000枚 

→ 地域全体での潜在削減規模： 

40,000枚 × 10社 × 0.01kg ×（0.50 − 0.20） 

＝ 12,000kg（＝12トン）削減 

回収・再資源化を地域内業者が担うため、 

回収ルート：5店舗 × 3回/週 × 52週＝780回/年 

→ 地域物流事業者の稼働機会増加が見込まれる。 

本技術は他の樹脂容器（年間市場規模推計：約3,000トン）にも転用可能であり、産業全体で大きな波及効果が

期待できる。 

③実装性 

  本事業で開発する技術・製品等について、社会での具体的な利用シナリオを示してください。あわせ

て、上市後の回収・再資源化・再製造を含むサプライチェーンの仕組みについて、関与する主体、役割

分担、費用負担、品質保証の方法など、実現に向けた計画を具体的に記載してください。 
1. 利用シナリオの具体性 

（製品化後のサーキュラーエコノミーを絡めたビジネスモデル、想定ユーザー、用途、導入場面、既存の代替/

補完関係、社会実装時の条件・必要要件等を明確に記載） 

本技術は、食品加工業で排出される樹脂トレイの再利用を目的としており、地域内の食品工場や小売店での利

用を想定している。 

既存の使い捨て素材に比べ、同等の強度を持ちつつ再資源化率が高い点が特徴であり、導入にあたって追加設

備は不要である。 

まずは地域スーパー5店舗で試験導入し、その使用データを基に最適な回収頻度と運用ルールを確立する予定。 

 

2. 関係事業者との連携・サプライチェーン構築の状況 

（製造・流通・回収・再資源化・再製造など関係事業者との協議状況、役割分担、サプライチェーン構築の進

捗、今後の構築見通し等を具体的に記載） 

本製品の循環利用に向け、製造業者A社、販売会社B社、回収事業者C社、再資源化事業者D社と連携し、役割

分担について協議を進めている。 

A社は製造を、B社は販売とユーザー説明を、C社は回収拠点の設置・物流を、D社は再資源化工程を担当する方

向で合意している。 

現時点でB社およびC社からは協力意向を文書で取得済み。回収ルート構築に向けた実証を、来年度上半期に共

同で実施する予定である。 

 

3. 実現性を支える体制・運用計画 

（費用構造と負担者の見通し、品質保証・トレーサビリティの考え方、継続運用に必要な体制や課題への対応

策等を記載） 

回収〜再資源化にかかる費用は、利用事業者が一定割合を負担し、残りを製造側が負担する方式を想定してい

る。初期試算では従来品と比べて総コストは5％増にとどまる見込み。 

再生材の品質については、D社が定める独自基準に基づき検査を行い、トレーサビリティを確保する。 

運用開始後は、四半期ごとに関係事業者との連絡会を開催し、課題共有と運用改善を行う体制を整備する。 
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（参考）各サーキュラーについて 

「たべる」サーキュラー 

横浜の「農」を生かした食の循環 

•家庭から出る食品廃棄物を堆肥化し、地域などで活用します。 

•農作業から出る葉や茎などの残渣の活用や、小売店・飲食店など事業活動から出る食品廃棄物のリサイクルを

推進します。 

•下水処理で取り出した「再生リン」入り肥料の活用を進めます。 

 

「くらす」サーキュラー 

資源の宝庫である「建物」のサーキュラー化 

•公共建築では、既存施設の活用、再利用しやすい設計、廃材の有効活用によって廃棄物を減らす「サーキュラ

ー建築」のモデルを横浜から発信します。 

•日本一のストック量を誇る住宅分野では、リノベーションによる既存ストックの流通・活用を進めます。 

 

「みえる」サーキュラー 

物質循環の流れを「見える化」 

•みなとみらい地区において、エリア単位で物質循環の流れを可視化する手法を開発・発信します。 

•可視化されたデータを活用して、地域の資源循環率の向上に寄与する施策を進め、他地区への展開につながる

事例を創出していきます。 

 

※横浜市中期計画2026～2029（素案）冊子より（P75,P76） 
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2026-2029/soan.files/soansasshi.pdf 
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事業計画書(11)  本研究・開発に係る知的財産権の状況 ＜枚数制限：２ページ以内＞ 

 

１ 本研究・開発に類似する先行技術の知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）について 

(1) 
特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）等で調査し、 

該当するものを○で囲んでください。 

類似する知的財産権あり 

 

類似する知的財産権なし 

(2) 

（1）で「類似する知的財産権あり」の場合、その内容を記入してください。 

（複数ある場合は行を追加して記載してください） 

特許公報等の番号 特願20〇〇―○○○○○○ 

特許等の概要 

【要約】【課題】耐久性が良く、簡易な構造で小型化できる冷燻

製機を提供する。 

【解決手段】 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇～ 

 

本申請との相違点 

 

冷燻を謳ったものもあるが、概ね、スモークウッドやチップの

燃焼皿を下部に、食材を上部に設置し、煙流を上部に逃がす煙突

型の構造で、特に冷却機構などは設けられていない。 

 

２ 本研究・開発に関連する知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）の取得状況について 

（1） 

本研究・開発に関連する知的財産権（特許権、実用新案権、意匠

権、商標権等）を出願又は保有しているか。 

（該当するものを○で囲んでください。） 

いる  ・いない 

(1)で「いる」の場合、 

権利の詳細をご記入ください。 

ア 権利の種類 

（〇で囲んでください） 

特許権、実用新案権、意匠権、 

商標権・その他（ ） 

イ 公開番号又は登録番号等  

（2） 

本研究・開発に関連する知的財産権（特許権、実用新案権、意匠

権、商標権等）の実施許諾、譲渡を受ける予定があるか。 

（該当するものを○で囲んでください。） 

ある ・ ない 

（2）で「ある」の場合、 

権利の詳細をご記入ください。 

（1）権利の種類 

（〇で囲んでください） 

特許権、実用新案権、意匠権、 

商標権・その他（ ） 

（2）公開番号又は登録番号等  

（3） 

本研究・開発に関連する知的財産権（特許権、実用新案権、意匠

権、商標権等）の出願を予定しているか。 

（該当するものを○で囲んでください。） 

いる  ・いない 

（3）で「いる」の場合、 

権利の詳細をご記入ください。 

（1）権利の種類 

（〇で囲んでください） 

特許権、実用新案権、意匠権、 

商標権・その他（ ） 
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第２号様式別紙（１）（第７条第１項第２号） 

公 的 助 成 等 の 実 績 説 明 書 

 

                 企業名又は団体名  株式会社ものづくり 

１ 公的助成等の実績 

（申請日から５年以内に国・県・独立行政法人等で研究開発等に係る助成・委託等を受けた、又は申請した実績） 

年度 申 請 先 助成等事業名 研究開発等のテーマ 採択の 
有無 

R〇 〇〇〇〇省 〇〇モノ作り支援制

度 冷燻用燻製器の開発 無 

  
    

     

 

 

２ 今回申請した事業計画に関連する公的助成等の実績 

 （過去に助成を受けたもの又は現在申請中のものについて記載してください。２つ以上ある場合はコピーの上ご記入ください。） 

申請先 
中小企業庁 

助成等事業名 
令和〇年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進

補助金〈一般型〉 

研究開発等のテーマ 
家庭用冷燻 燻製器の開発 

申請（交付）等金額 
１,０００万円 

実施者 
株式会社ものづくり 

実施期間 
令和〇年４月１日 ～ 令和〇年１２月２７日 

内容 

一年中、冷燻が楽しめる燻製器を提供したい。このため、外気

の影響を受けにくく、簡易・コンパクトな形状で、組み立て・

分解が容易で、燻煙を冷却出来て、燻煙が無駄なく食材に接触

するような燻製器を開発する。 

 

 

 

本市への申請と同一若しくは一部が重複する内容で

他の助成交付対象となった場合には、どちらか一方を

選択していただきます 

54



３ 横浜市の助成金申請実績 

（申請日から10年以内に横浜市から研究開発等に係る助成を受けた実績及び対象事業の現在の状況について記載してください。 

２つ以上ある場合はコピーの上ご記入ください。） 

年度 令和〇年度 

助成等事業名 中小企業新技術・新製品開発促進助成金 

研究開発等のテーマ 家庭用冷燻 燻製器の構造研究 

助成金額 ２,７５２,０００ 円 

実施者 株式会社ものづくり 

実施期間 令和〇年４月１日 ～ 令和〇年１月３１日 

内容 

 

一年中、冷燻が楽しめる燻製器を提供したい。このため、外気の影響

を受けにくく、簡易な構造で燻煙を冷却出来て、燻煙の偏流、停流がな

く食材に接触するような燻製器構造を明らかにする。 

現在の状況 

令和〇年度に横浜市中小企業新技術・新製品開発促進助成金の交付を受

けて、家庭用冷燻 燻製器の構造研究を実施した。研究結果を踏まえて事

業化を目指して令和〇年度の横浜市中小企業新技術・新製品開発促進助

成金に申請し、開発を進めている。 

 

 

 

  

助成金の交付を受けた計画の内容についてご記入して

ください 

 

10 年以内に横浜市から研究開発等にかかる助成をうけた事業については、本事業

と関係のない事業もすべて記入してください 
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４ 横浜市の「中小企業新技術・新製品開発促進助成金」及び「販路開拓支援事業」への申請実績 

（採択の有無に関わらず申請日から５年以内に申請した実績） 

※前項目「横浜市の助成金申請実績」と重複する内容についてもご記入ください。 

 

年度 助成等事業名 件名（事業計画または商品名） 採択の 
有無 

令 和

〇 年

度 

中小企業新技術・新製品

開発促進助成金 家庭用冷燻 燻製器の構造研究 有 

令 和

〇 年

度 
販路開拓支援事業 家庭用燻製器 無 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５年以内に「中小企業新技術・新製品開発促進助成金」および「販路開拓支援事業」へ申請した 

実績については、本事業と関係のないものも採択の有無に関わらず、すべて記入してください。 

前項目 「３ 横浜市の助成金申請実績」 と重複する実績についても、記載してください。 

 

56



第３号様式（第７条第１項第３号）

企業名又は団体名　　　株式会社ものづくり

インセンティブ審査申請 ※ ○

※○・×を選択してください。

１　資金計画　 　（単位：円）

経　費　区　分 予　算　額（税抜） 区　  　分 予　算　額（税抜）

原材料・副資材費 145,000 自 己 資 金 4,309,050

機 械 装 置 費 0 借  入  金

外注・委託費 4,200,000 市助成金 …Ｃ 3,724,000

産業財産権経費 287,000 そ  の  他

技術指導導入費 0

直 接 人 件 費 3,401,050
市助成金 …Ｄ

（助成率2/3）※
4,965,000

調   査   費 0

クラウド利用費 0

計　…Ａ 8,033,050
　　　　　　計
 (助成率1/2の場合として自己
資金等をご記入ください)

8,033,050

２　資金調達方法 （単位：円）

予　算　額

自  己  資  金 4,309,050

借   入   金

市助成金 …Ｃ 3,724,000

そ   の   他

計　…Ａ 8,033,050

助成金までは自己資金による

資　　金　　計　　画　　書

支   出   の   部 収   入   の   部

内訳及び調達先

※「インセンティブ審査」の申請を行った場合の助成率について
(1) 「インセンティブ審査」を行い、審査会でサーキュラーエコノミーに特に資すると認められ
た事業計画については、助成率が「2/3」となります。
(2) サーキュラーエコノミーへの寄与が認められず、一方で通常審査で採択となった場合は助成
率が「1/2」となります。

支出の部と収入の部の合計欄は

等しくなります
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助成対象経費
(予 算 額)

助成金
算定基礎額

（税抜） （税抜）

アルミアングル 燻製器補強材 60 本 864 51,840 51,840 ㈱〇〇金属 市内 ①
アルミフレーム 燻製器補強材 40 本 2,039 81,560 81,560 ㈱〇〇金属 市内 ②
燻製チップ 燻製評価用 20 個 580 11,600 11,600 ㈱〇〇金属 市内 ③

145,000 145,000

（A4）

　合　計

第３号様式別紙(1)　（第7条第1項第４号）

資　金　計　画　支　出　明　細　書

経費
区分

品名 用途
数
量

単
位

単価 契約先
契約先の

本店所在地
（市内/市外）

原
材
料
費
・
副
資
材
費

単価１００万円（税抜）を超えるものは、単価100万円
が助成算定基礎額となります。

備考
番
号

A B

領収書・見積書等の右上に同じ番

号を振ってください
原材料・副資材費、機械装置費

は、用途欄に各品の使用目的を

記載してください

資金計画書の各経費区分

の合計欄と金額を一致さ

せてください
注意！消費税など間接費を除い

た金額を記載してください
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助成対象経費
(予 算 額)

助成金
算定基礎額

（税抜） （税抜）

0 0

（A4）

　合　計

機
械
装
置
費

・機械装置（附属品を含めた機械装置一式）の単価が５
００万円（税抜）を超えるものは、単価５00万円が助成
算定基礎額となります。
・機械装置費の合計（A）が全経費区分の総額の50％を
超える場合は、総額の50％までを助成金算定基礎額
（B）とします。

第３号様式別紙(1)　（第7条第1項第４号）

資　金　計　画　支　出　明　細　書

経費
区分

品名 用途
数
量

単
位

単価 契約先
契約先の

本店所在地
（市内/市外）

備考
番
号

A B
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助成対象経費
(予 算 額)

助成金
算定基礎額

（税抜） （税抜）

段ボールパッケージ設
計、製作

燻製器筐体 1 式 3,200,000 3,200,000 3,200,000 〇〇紙業㈱ 市内 ④

冷却タンク製作 燻煙冷却 1 式 1,000,000 1,000,000 1,000,000 〇〇造形サービス㈱ 市外 ⑤
-183,475

4,200,000 4,016,525

（A4）

　合　計

外
注
・
委
託
費

外注・委託費の合計（A）が全経費区分の総額の50％を超
える場合は、総額の50％までを助成金算定基礎額（B）とし
ます。

第３号様式別紙(1)　（第7条第1項第４号）

資　金　計　画　支　出　明　細　書

経費
区分

品名 用途
数
量

単
位

単価 契約先
契約先の

本店所在地
（市内/市外）

備考
番
号

A B

領収書・見積書等の右上に同じ番

号を振ってください外注・委託費、機械装置費は助成

対象経費総額（合計欄Ａ）の50％

までを助成対象とします

外注・委託費の助成金算定基礎額

の合計額が全経費区分の助成対

象経費総額の50%を超えた場合

は、50%以下となるよう記載して

ください

資金計画書の各経費区分

の合計欄と金額を一致さ

せてください
注意！消費税など間接費を除いた

金額を記載してください
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助成対象経費
(予 算 額)

助成金
算定基礎額

（税抜） （税抜）

国内特許出願費用 燻製器構造 1 式 287,000 287,000 287,000 △〇国際特許事務所 市内 ⑥

287,000 287,000

（A4）

　合　計

産
業
財
産
権

第３号様式別紙(1)　（第7条第1項第４号）

資　金　計　画　支　出　明　細　書

経費
区分

品名 用途
数
量

単
位

単価 契約先
契約先の

本店所在地
（市内/市外）

産業財産権の助成金算定基礎額（B）の上限は200万円で
す。

備考
番
号

A B

領収書・見積書等の右上に同じ

番号を振ってください

資金計画書の各経費区分

の合計欄と金額を一致さ

せてください 注意！消費税など間接費を除

いた金額を記載してください
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助成対象経費
(予 算 額)

助成金
算定基礎額

（税抜） （税抜）

0 0

（A4）

　合　計

技
術
指
導
導
入
費

第３号様式別紙(1)　（第7条第1項第４号）

資　金　計　画　支　出　明　細　書

経費
区分

品名 用途
数
量

単
位

単価 契約先
契約先の

本店所在地
（市内/市外）

備考
番
号

A B
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助成対象経費
(予 算 額)

助成金
算定基礎額

（税抜） （税抜）

燻製器設計(金沢) 170 h 2,750 467,500 467,500 ⑦
燻製器製作(金沢) 130 h 2,750 357,500 357,500 ⑦
冷却タンク設計(鶴見) 190 h 2,250 427,500 427,500 ⑦
冷却タンク製作(鶴見) 135 h 2,250 303,750 303,750 ⑦
燻製器支持部設計(瀬谷) 160 h 2,400 384,000 384,000 ⑦
燻製器支持部製作(瀬谷) 120 h 2,400 288,000 288,000 ⑦
燻製器評価(瀬谷) 90 h 2,400 216,000 216,000 ⑦
燻製器支持部設計(南) 160 h 2,080 332,800 332,800 ⑦
燻製器支持部製作(南) 120 h 2,080 249,600 249,600 ⑦
燻製器評価(南) 180 h 2,080 374,400 374,400 ⑦

-401,050

3,401,050 3,000,000

（A4）

　合　計

直
接
人
件
費

人件費の助成金算定基礎額（B）の上限は
300万円です。

第３号様式別紙(1)　（第7条第1項第４号）

資　金　計　画　支　出　明　細　書

経費
区分

品名 用途
数
量

単
位

単価 契約先
契約先の
本店所在地

（市内/市外）
備考

番
号

A B

A

直接人件費は助成金算定基礎額の限度
額が300万円となります
合計額が300万円を超えた場合は、助
成対象経費の合計額が300万円以下と
なるよう記載してください

直近の給与明細等の右上に同

じ番号を振ってください

資金計画書の各経費区分の合

計欄と金額を一致させてくださ 注意！消費税など間接費を除

いた金額を記載してください
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助成対象経費
(予 算 額)

助成金
算定基礎額

（税抜） （税抜）

0 0

（A4）

　合　計

調
査
費

調査費の助成金算定基礎額（B）の上限は
100万円です。

第３号様式別紙(1)　（第7条第1項第４号）

資　金　計　画　支　出　明　細　書

経費
区分

品名 用途
数
量

単
位

単価 契約先
契約先の

本店所在地
（市内/市外）

備考
番
号

A B
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助成対象経費
(予 算 額)

助成金
算定基礎額

（税抜） （税抜）

0 0

（A4）

　合　計

ク
ラ
ウ
ド
利
用
費

第３号様式別紙(1)　（第7条第1項第４号）

資　金　計　画　支　出　明　細　書

経費
区分

品名 用途
数
量

単
位

単価 契約先
契約先の

本店所在地
（市内/市外）

備考
番
号

A B
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第３号様式別紙（２）（第７条第１項第５号） 

 

外注・委託、技術指導計画書 

 

                            企業名又は団体名 株式会社ものづくり   

 資金計画書（第３号様式）で外注・委託費又は技術指導導入費を計上している場合、全ての案件についてそれぞれ記載してください。

（１つの項目で２件以上ある場合はコピーの上ご記入ください。） 

 

１ 外注・委託計画書（外注・委託費を計上している場合に記入） 

 

 

２ 技術指導計画書（技術指導導入費を計上している場合に記入） 

  

外 注 ・ 委 託 先  〇〇紙業株式会社 

外注・委託先の主たる事業内容 段ボールパッケージ設計、製作 

契 約 実 施 期 間    〇〇年 4月 1日 ～  〇〇年 9月 30日 
契 約 予 定 金 額 （ 税 抜 ）          3,200,000円 

外 注 ・ 委 託 の 内 容 
（選定理由も含む） 

段ボール加工による燻製器筐体設計、製作 
（従来より当社製品出荷時に使用する段ボール容器の製作を依頼しており、

当社技術の機密保持契約を交わしており、技術漏洩のリスクが低いため。） 

外 注 ・ 委 託 先  〇〇造形サービス株式会社 

外注・委託先の主たる事業内容 3Dプリンターによるプラスチック、金属部品製作 

契 約 実 施 期 間   〇〇 年 4 月 1日 ～  〇〇 年 9 月 30日 
契 約 予 定 金 額 （ 税 抜 ）          1,000,000円 

外 注 ・ 委 託 の 内 容 
（選定理由も含む） 

冷却タンクの3Dプリンターによる製作 
（小ロットでも対応可能であり、・技術/品質/納品に対する精度が 

高く、設計変更にも細かに対応可能で信頼性が高いため。） 

技 術 指 導 者 
大学・研究機関等名称   

担当者名 
技術指導者の 

専門分野・主たる実績 
   

契 約 実 施 期 間    年  月  日 ～    年  月  日    
契 約 予 定 金 額 （ 税 抜 ）            円 

技 術 指 導 の 内 容 
（選定理由も含む） 

 

開発工程のなかでの当該外注部分の位置づ

けと、外注先選定理由、外注先の得意技術に

ついて記載してください 

開発工程のなかでの技術指導を受ける部分の位置づけと、内容、

指導者の略歴について記載してください 
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第４号様式（第７条第１項第６号） 

企  業  概  要  書 
フ リ ガ ナ  カブシキガイシャモノヅクリ フ リ ガ ナ ダイヒョウトリシマリヤク ヨコハマハナコ 

企 業 名  株式会社ものづくり 代表者役職 

氏 名 
代表取締役 

横 浜  花 子 
法 人 番 号 1234567890123 
登 記 上 

本 店 所 在 地 
〒 231-0016 

横浜市中区****町2 丁目X 番地 

連絡先所在地 〒      － 

同上 
Ｔ Ｅ Ｌ 045 － 664 － XXX9 Ｆ Ａ Ｘ 045 － 664 － XXX9 
フ リ ガ ナ カナザワ ミドリ 

部 署 
（役職） 

製造課 課長 
連 絡 担 当 者 金沢 みどり 

連 絡 先 

メ ー ル ア ド レ ス kanazawa-m@XXXXX.co.jp U R L https://www.XXXXX.com 

業 種 1 
【大 分 類】製造業 

【中 分 類】製缶板金業 
取 引 先 

金融機関 
〇〇銀行△△支店 

〇〇信用金庫XX 支店 
事 業 開 始 

※西暦 
創 業   1974 年 4 月 1 日 

法人設立 1974 年 4 月 1 日 創業年数 ４８年 ２ 月 
○○年 ４月 現在 

従 業 員 数 ４６人（うち正社員 ３６人） 資 本 金 ３３，０００千円 
（うち大企業からの出資 ０ 千円） 

沿 革 

・昭和48 年：先々代社長が勤め先の会

社の一部を間借りする形で創業 

・昭和49 年：独立し、川崎市川崎区に

本社工場を設立 

・平成2 年：現在地に本社工場を移転 

・平成4 年：千葉県勝浦市にチタン 

などの特殊金属を加工する工場設立 

 

主要株主 

出資者（上位5件まで） 沿 革 
①横浜 次郎 ％ 
②横浜 花子 ％ 
③横浜 三郎 ％ 
④（株）港南商事 ％ 
⑤ ％ 

主 要 事 業 

ステンレス、アルミニウム、チタンな 

どの精密板金加工によって、電子部品

筐体、新幹線車両部品、チタン材を用

いたロケット部品などを製造してい

る。 

試作品、開発品の設計、製作も請け負

っている。 

主要製品 

売上構成 
（直近決算） 

製品名（上位5件まで） 主 要 事 業 
①電子部品筐体 ％ 
②交通関係部品 ％ 
③宇宙関係部品 ％ 
④その他特注品 ％ 
⑤ ％ 

直近 

３年間

の業績 

前々々年

度 売上高 689,000千円 営業利益 △15,000千円 経常利益 △5,000千円 

前々年度 売上高 873,000千円 営業利益 24,000千円 経常利益 20,000千円 

前年度 売上高 888,000千円 営業利益 22,000千円 経常利益 19,000千円 

 

 

 

 
1 日本標準産業分類による 

日本標準産業分類を参考

に記載してください 

提出年の４月を基準に記載して

ください 
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第４号様式（第７条第１項第６号） 

組 織 図 
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第４号様式別紙（１）（第７条第１項第７号） 

人   員   表 

 

              企業名又は団体名 株式会社ものづくり  

 

 

第 46 期（前々々年度） 第 47 期（前々年度） 第 48 期（前年度） 

令和 ５年 ４月 ～ 

令和 ６年 ３月 

 令和 ６年 ４月 ～ 

 令和 ７年 ３月 

 令和 ７年４月 ～ 

 令和 ８年３月 

非・常用 

従業員数 

常勤 

役員数 

常用 

従業員数 

非・常用 

従業員数 

常勤 

役員数 

常用 

従業員数 

非・常用 

従業員数 

常勤 

役員数 

常用 

従業員数 

４月 6 2 37 6 2 37 6 2 37 

 ５月 6 2 37 6 2 37 6 2 37 

 ６月 6 2 37 6 2 37 6 2 37 

 ７月 6 2 37 6 2 37 6 2 37 

 ８月 6 2 37 6 2 37 6 2 37 

 ９月 8 2 34 8 2 34 8 2 34 

 10月 4 3 34 4 3 34 4 3 34 

 11月 4 3 34 4 3 34 4 3 34 

 12月 4 3 34 4 3 34 4 3 34 

 １月 4 3 34 4 3 34 4 3 34 

 ２月 4 3 34 4 3 34 4 3 34 

 ３月 4 3 34 4 3 34 4 3 34 

合計 62 30 423 62 30 423 62 30 423 

１人１日平

均労働時間 

時間 時間 時間 

                                 

(注) １ 各月人員数は、月末の在員数を記入してください。 

   ２ 合計欄は、各決算期の月末在員数の合計ですからその年度の延人員ということになります。 

      ３ 非・常用従業員とは、パートタイマー、アルバイト等臨時に雇用している従業員で、労務費 

    （雑給を含む）の支払い対象者をいいます。 

          外注費で処理している人員は含みません。 

      ４ 人員表は、決算期に対応して最近３か年分を提出してください。 

提出していただく確定申告書の決算期に

対応する3か年分について記載してくだ

さい 

 

決算期に対応するよう月

を記入してください 
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第４号様式別紙（２）（第７条第１項第８号） 

役 員 等 氏 名 一 覧 表 
 

      〇〇年 6月 XX日現在の役員 
                                                                                  

役職名 氏  名 
氏名のカナ 生年月日 

(大正T,昭和S,平成H) 住  所 

代表者 
 
代表取締役 

横浜 花子 ヨコハマ ハナ

コ 
T 
(S) 45年5月22日 
H       ．    ． 

横浜市栄区XX町XXX-XX 

監査役 横浜 次郎 ヨコハマ ジロ

ウ 
T 
(S) 22年10月8日 
H       ．    ． 

横浜市磯子区〇〇町〇丁目

〇〇番地 

   
T 
S 
H       ．    ． 

 

   
T 
S 
H       ．    ． 

 

 
 

 
T 
S 
H       ．    ． 

 

   
T 
S 
H       ．    ． 

 

   
T 
S 
H       ．    ． 

 

   
T 
S 
H       ．    ． 

 

   
T 
S 
H       ．    ． 

 

   
T 
S 
H       ．    ． 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市暴力団排除条例第８条に基づき、代表者又は役員に暴力団員がいないことを確認するため、本様式に記載

された情報を神奈川県警察本部長に照会することについて、同意します。 

また、記載された全ての役員に同趣旨を説明し、同意を得ています。 

 

名称        株式会社ものづくり 
（企業名又は団体名） 
代表者職・氏名      代表取締役 横浜 花子   

申請書を提出する日付を

記載してください 

履歴事項全部証明書に役員とし

て登記されている全ての方（監

査役も含む）について記載して

ください 

役職名を入れてください。 
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第４号様式別紙（３）（第７条第１項第14号） 

（＊下記の税につき、非課税の場合のみ提出してください） 

 

非 課 税 確 認 同 意 書 

                         

                                                                                  

 

該当の有無 

（非課税の場合は○） 

税      目 

 事 業 所 税 

〇 固定資産税及び都市計画税 

＊市民税については、非課税の場合は「滞納がない証明書」を提出してください。 

 

 

上記税目について、課税がされていないことを申告します。 

また、上記税目について、滞納がないことを確認するため、本様式に記載された情報を横浜市財

政局に照会することについて、同意します。 

 

所在地 〒231-0016 

     横浜市中区****町2丁目X番地                         

                      名 称   株式会社ものづくり 

                     （企業名又は団体名） 

                           代表者職・氏名 代表取締役 横浜 花子           

 

                                        

事業所名 所在地 

本社・工場 横浜市中区****町2丁目X番地 
  

  

  

  

  

＊横浜市市内に所在するすべての、事業所（事務所、店舗、工場など）について記載してください。 

＊記載欄が不足した時は適宜追加してください。 

 

 

 

役職名を入れてください 
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作業日
開発にかかる
実作業時間

月/日 時間 : 分

4月16日 木

4月17日 金 ○○の設計 開発拠点 4:00

4月18日 土

4月19日 日

4月20日 月 ○○の設計 開発拠点 4:00

4月21日 火 ○○の設計 開発拠点 4:00

4月22日 水 ○○の設計 開発拠点 4:00

4月23日 木

4月24日 金

4月25日 土

4月26日 日

4月27日 月 ○○の組み立て 開発拠点 4:30

4月28日 火 ○○の組み立て 開発拠点 4:30

4月29日 水

4月30日 木

5月1日 金

5月2日 土

5月3日 日

5月4日 月 ○○の組み立て 開発拠点 4:00

5月5日 火 ○○の技術指導 ○○大学（東京都○○区△△1-2-3） 4:00

5月6日 水 ○○の負荷試験 開発拠点 3:30

5月7日 木

5月8日 金

5月9日 土

5月10日 日

5月11日 月

5月12日 火 ○○の負荷試験 開発拠点 4:30

5月13日 水

5月14日 木

5月15日 金

41:00

¥1,860

¥76,260人件費時間単価×実作業時間合計数=

作業内容

就業日誌

４月16日（木）～５月15日（金）分　 給与支払日：５月29日（木）

従事者氏名：　　金沢　みどり　　

曜日 作業場所名称・住所

実作業合計時間数（30分未満切捨）

時間単価

５月29日（木）に支払われた給与に該当
する、給与計算期間を記入してください

【例】毎月15日締め月末支払いの場合

作業内容を具体的に記入してください
単なる「会議」「打合せ」「作業」等、開発への関係が不明確な
ものは対象外です
「事務処理」「経理処理」等開発と直接関係しないものも対象
外です

申請書第3号様式の事業計画書(４) 研究・開発
体制「①本研究・開発拠点の住所」に記載の場所
で実施した場合は、「開発拠点」と記載してくださ
い。住所は不要です
開発拠点以外で実施した場合は、場所の名称と
住所を併せて記載してください
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ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ

ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ

ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ

ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ

ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ

令和８年度中小企業新技術・新製品開発促進助成金
ヒアリング調査日程調整表

6月29日(月) 6月30日(火) 7月1日(水) 7月2日(木) 7月3日(金)

企業名又は団体名

担当者名

7月15日(水) 7月16日(木)

7月29日(水) 7月30日(木) 7月31日(金)

＊申請受付後、審査に先立ち事前面談を行います。

　 御都合の悪い日時に × 印を記入してください。

7月6日(月) 7月7日(火) 7月8日(水)

7月17日(金)

7月10日(金)

7月27日(月) 7月28日(火)

7月20日(月) 7月21日(火) 7月22日(水) 7月23日(木) 7月24日(金)

7月13日(月)

7月9日(木)

7月14日(火)
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